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平成２６年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

平成２６年９月４日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ７ 番 櫻田貴久議員 

      １．本市の魅力ある観光地域づくりに向けて 

      ２．社会構造の変化を見据えた職員育成について 

      ３．続！本市の合併１０周年記念事業について 

    １８番 金子哲也議員 

      １．国際交流と外国人の受入れの現状と今後の進め方について 

    ６ 番 鈴木伸彦議員 

      １．市内産業廃棄物処理施設の現状と湯宮地区に計画の最終処分場について 

      ２．企業立地と規制緩和について 

      ３．人口減少問題と「首都機能バックアップ・キャンプ那須構想」推進について 

    ３ 番 相馬 剛議員 

      １．企業誘致の推進及び支援について 

      ２．スポーツ障害に対する医療体制について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁の訂正 

○議長（中村芳隆君） ここで総務部長より発言が

あります。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） おはようございます。 

  昨日、藤村由美子議員のほうに答弁を差し上げ

たところでございますが、一部間違いがございま

したので、訂正をさせていただきたいと思います。 

  議員のほうから、特別徴収義務者が滞納した場

合、ペナルティーはあるのかというふうなご質問

があったわけなんですが、私どものほうでないと

うふうな答弁をしてしまいました。間違いであり

ました。 

  特別徴収義務者であります事業者の方々が滞納

した場合につきましては、やはりほかの税と同じ

ように、督促、催促、そして最終的には滞納処分

というふうな手続があるというふうなことでござ

いますので、大変申しわけございませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 皆さん、おはようございま

す。 

  議席番号７番、ＴＥＡＭ那須塩原、櫻田貴久で

す。 

  昨日、第２次安倍改造内閣が発足をしました。

日本の将来を見据え、有言実行、政策実現に邁進

する実行実現内閣として、国民の負託にこたえて

いくと強い決意を示しました。 

  また、女性の活躍を進めるため、過去最多に並

ぶ女性５人を閣僚に起用し、本県からは農林水産

大臣に西川公也先生が初入閣をいたしました。 

  また、茂木先生は自民党の選対委員長に、617

日間の任期の経済産業大臣として、日本の経済の

明るい未来への道筋をつけていただき、誠にご苦

労さまでした。 

  佐藤先生は国対委員長に再任されました。 

  また船田先生においては、憲法改正推進本部長

として活躍をしているところです。 

  政権最大の課題として、元気で豊かな地方の創

生に全力を挙げると公約をしたことに期待をした

いと思います。 

  あとは、地元３区の代議士、簗和生先生の将来

の大臣を夢見、通告に従い市政一般質問を行いま

す。 

  １、本市の魅力ある観光づくり地域に向けて。 
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  観光は、さまざまな産業への経済波及効果のあ

るすそ野の広い総合産業で、本市の経済発展には

必要不可欠だと思います。 

  観光を本市の経済成長を支える基幹産業にして

いくためには、観光地としての本市の認知度、ブ

ランド力を高めることに加え、本市への来訪意欲

の向上を図り、周遊、滞在型観光へシフトするこ

とも必要だと思います。 

  そこで、本市の魅力ある観光地域づくりに向け

て、以下の点についてお伺いをします。 

  ⑴県内観光産業における本市の現状について、

以下の点についてお伺いします。 

  ①本市の観光客入込数及び宿泊数の県内の順位

と業界誌における認知度についてお伺いします。 

  ②本市の現状についての所見についてお伺いし

ます。 

  ⑵本市の現状（強み・弱み)を把握し、他地域

との差別化を図るためには、本市の観光地域づく

りのコンセプトを明確にする必要があることから、

以下の点についてお伺いします。 

  ①本市の観光地域づくりのコンセプトについて

お伺いします。 

  ②地域の現状を把握しながら、ターゲットの明

確化についてお伺いします。 

  ③コンセプトに基づく戦略の策定についてお伺

いします。 

  ④戦略に基づく取り組みについてお伺いします。 

  ⑤戦略実施の中核となる体制の整備についてお

伺いします。 

  ⑶既に取り組んでいる戦略を踏まえ、以下の点

についてお伺いします。 

  ①取り組み成果のフィードバックについてお伺

いします。 

  ②本市の観光地域づくりに求められる取り組み

のネクストステージについてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） それでは、１の本

市の魅力ある観光地域づくりに向けての⑴から⑶

のご質問に対しまして、順次お答えさせていただ

きます。 

  初めに、⑴の①本市の入込数及び宿泊数の県内

順位と業界の認知度についてでありますが、平成

25年の県内順位は、観光客入り込み数が宇都宮市、

日光市に次いで本市が第３位、宿泊者数が日光市、

那須町、宇都宮市に次いで本市が第４位というこ

とになっております。 

  また、観光業界紙である観光経済新聞が実施し

ております「にっぽんの温泉100選 2013」総合

ランキングでは100位以内に入っていないことか

ら、業界内における認知度は低い状況にあるとと

らえております。 

  続きまして、②本市の現状の所見についてお答

えいたします。 

  平成25年の観光客入込数は、前年比2.9％の増、

宿泊者数につきましても、前年比4.8％増となっ

ていることから、ともに回復基調にあるのかなと

いうふうに思っております。東日本大震災前の数

値には戻っていないのが現状ではございますが、

回復傾向にあるのではないかというふうに考えて

いるところでございます。 

  また、近年の宿泊者数の推移や「にっぽんの温

泉100選」でのランク外などからも、観光マーケ

ットに対しての本市の訴求力あるいは知名度は低

い水準にあると言わざるを得ない状況にございま

して、引き続き危機感を持って取り組んでまいる

必要があるというふうに考えております。 

  次に、⑵の①本市の観光地域づくりコンセプト
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についてと②の現状の把握とターゲットの明確化

につきましては、あわせてお答えさせていただき

ます。 

  本市は、塩原温泉、板室温泉を中心とした歴史

ある温泉地や美しい自然景観など、多くの観光資

源を有していることが強みでありながらも、観光

地としての認知度が低いことが弱みであるという

ふうに考えております。 

  本市の観光の強みである豊富な観光資源をさら

に磨き上げ、弱みである観光地としての認知度の

低さを改善していくため、「観光地としての質の

向上及び適正なマーケットに対する良質なプロモ

ーション」をコンセプトに、観光地域づくりに取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

  また、ターゲットにつきましては、東京から新

幹線で約１時間、東北縦貫自動車道で約２時間圏

内という立地条件から、メーンターゲットは首都

圏と考えており、年間約100万人を数える宿泊者

を確保するために、幅広い客層をターゲットとし

てとらえていきたいというふうに思っております。 

  続きまして、③のコンセプトに基づく戦略の策

定についてと④の戦略に基づく取り組みにつきま

しては、あわせてお答えさせていただきます。 

  しっかりとしたコンセプトとそれに基づく戦略

的な取り組みは、魅力ある観光地域づくりに欠く

ことのできない要素であると考えておりまして、

現在、「観光地としての受け入れ体制の整備」、

「観光プロモーションの強化」、「インバウンド

対策」等々について、本市独自の戦略に基づいた

観光施策を推進しているところでございます。 

  具体的な取り組みといたしましては、ＪＲ等の

交通拠点や業界紙、ラジオ等の媒体を活用した集

中的な告知のほか、上海事務所との一層の連携強

化や外国人旅行客のＦＩＴ化への対応、さらに紅

葉シーズンに比べまして集客力が低下する春の観

光スポットづくり等についても取り組みを進めて

いるというところでございます。 

  次に、⑤戦略実施の中核となる体制の整備につ

いてお答えいたします。 

  少子高齢化の進展による人口の減少に伴い、観

光マーケットも同時に縮小し、観光地化の競争が

一層激しくなる中で、本市が勝ち残っていくため

には、スピーディーでフレキシブルな観光施策を

実施することが重要であります。 

  こうした観光施策を戦略的に展開していくため

には、効果的かつ効率的な施策を最良のタイミン

グを逃すことなく実施できる体制の整備が必要で

あると考えております。 

  次に、⑶の①取り組み成果のフィードバックに

ついてですが、最大のマーケットである首都圏で

展開したメディアミックスを活用した良質なプロ

モーションが非常に効果的であったと感じており、

今後の観光振興にもつながっていくものと考えて

おります。 

  また、行政や関係団体、観光産業関係者が本市

の観光の現状認識を共有し、危機感を持って取り

組みを進める体制の整備や観光客を受け入れる側

としての意識改革が進んだことなども効果のあら

われであるというふうに思っております。 

  今後は、これらの成果を導いた要因の分析等を

行い、さらなる実効性のある施策展開に向けてい

きたいと考えております。 

  次に、②本市の観光地域づくりに求められる取

り組みのネクストステージについてお答えさせて

いただきます。 

  本市の観光地域づくりコンセプトは、観光振興

の根幹をなすものでありまして、今後もこのコン

セプトに沿った取り組みを継続し、さらに進化し

ていく必要があるというふうに思っております。 

  的確で継続的な施策を効果的かつ効率的に推進
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する体制でダイナミックに展開しまして、同時に

推進していく人材を育成していくことが本市観光

のあすにつながるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  産業観光部長においては、今定例会では、恐ら

く観光についての通告がありませんので、じっく

り観光地域づくりについて質問をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

  それでは、⑴について再質問をさせていただき

ます。 

  過去に塩原温泉、板室温泉の最高順位はどのぐ

らいだったのかお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 温泉ランキングの

お尋ねだと思います。板室温泉につきましては、

過去に10位以内に入った経過はございません。塩

原温泉につきましては、平成20年度に18位にラン

キングされたのが過去の最高順位だということで

ございます。 

  考えられる要因といたしましては、大型ホテル

の独自のプロモーションが効いたのかなと。ある

いは湯っぽの里、足湯ですね、の開設や開湯1200

年祭ということで、大型のイベントをぶってきた

ということがございますので、こういうことが効

いて、この順位があったのかなというふうに考え

ておるところでございます。 

  残念ながら、平成21年度以降は100位の中に入

らない、選外になってしまったというのが実態で

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、業界内における

認知度の低さの原因について、改めてお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 認知度の低さの原

因ということでございますが、本市の観光業の特

徴といたしまして、一部を除きますが、小規模な

旅館が多いということがございます。こういうこ

とからいたしまして、旅行代理店との直接の契約、

あるいは大量層客の受け皿としては不向きだなと

いう点があるのかなというふうに思います。その

ため、業界に対するプロモーションがやや消極的

になってしまったのかなと。 

  あわせて、個人向けに対するプロモーションも

消極的になってしまったということが、こういう

順位をもたらした原因になるのかなというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 「にっぽんの温泉100選」

のランクが全てではないと思いますが、業界内知

名度を上げていく本市の危機感を持って取り組む

計画について、具体的にお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 具体的に知名度を

上げていく取り組みということでございますが、

先般、観光経済新聞と言って、これはエージェン

トあるいは旅行業者等がよく見ている新聞でござ

いますが、こちらに市長、そして３観光協会の会

長の対談というものを載せさせていただいたとい

うのが最近の取り組みでございます。 

  また、今後の予定ということになりますが、日

本旅行業協会というのがございます。通称ＪＡＴ
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Ａと言うらしいんですが、その日本旅行業協会が

主催します那須塩原市に限定したセミナーという

ものを、これをやるような運びになったわけです

が、この中で徹底的に我が市の観光のプロモーシ

ョンをやっていきたい、プレゼンテーションをや

っていきたいというふうに思っています。 

  それ以外にも、本市独自の営業活動を展開して

いければなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、私はその業界紙を見

せていただいたんですが、ぜひコピーをとって、

議員各位の引き出しにでも入れておいてもらえば

と思います。よろしくお願いします。 

  それでは、⑵について再質問をさせていただき

ます。また、①から⑤については関連をしていま

すので、一括で再質問をさせていただきます。 

  観光地域づくりのコンセプトの明確化につきま

しては、本市のコンセプトを十分に理解するとこ

ろではありますが、良質なプロモーションについ

て、現在取り組んでいる事業について、改めてお

伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） お答え申し上げま

す。 

  良質なプロモーションということで、何回かお

話をさせていただいたことと重なりますが、まず

は現在取り組んでいる事業といたしましては、Ｊ

Ｒ東日本タイアップ事業といたしまして、首都圏

の主要駅の構内にパンフレットやポスターを掲示

していると。あるいは、山手線の中刷り広告を活

用したＰＲをしているといったようなことがござ

います。 

  また、「日経ビジネス季刊誌」の夏号ですね、

これに本市の観光地の魅力について掲載したほか、

ＪＡＬの国内線、国際線の機内誌に本市の観光地

の特集記事を掲載していきたいというふうに思っ

ております。 

  さらに、首都圏向けテレビということで、数回

放映を予定しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 飛行機に搭乗したときに席

に座りますね。前のポケットに気持ち悪くなった

ときに使う袋と、場合によってはヘッドホン、そ

してＪＡＬショップの本、そしてＪＡＬの機内誌

ですね。そのＪＡＬの機内誌に那須塩原市が掲載

されるなんていうことは、一昔前では誰も考えつ

かなかったことだと思います。ぜひ効果に期待し

たいと思います。 

  できれば、ホームページなどで、ＪＡＬの機内

誌にこんな形で掲載されていますよとなんていう

ことが発信をしてもらえば幸いかと思いますので、

どうかよろしくお願いしたいと思います。 

  本市の持つ利便性がどう宿泊に結びつくかとい

うことから、観光庁旅行観光消費動向調査から、

年間に国内宿泊観光旅行を全く行わない国民の割

合は46.3％、平成23年度の調べで、宿泊ゼロ回数

も増加していることから、旅への動機、旅に求め

るものも変化していく中で、来訪者が地域の中を

回遊し、滞在時間をふやす本市の取り組みについ

てお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 本市に訪れていた

だいた方が滞在時間を長くできる、そんなような

取り組み、何をやっているかというお尋ねだと思

います。 

  まず、代表的なものといたしましては、塩原温
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泉観光協会が主体となって、那須エリア、この那

須エリアは、本市と那須町と大田原市と矢板市と

塩谷町、これを那須エリアと呼んでいますが、そ

の那須エリアを対象に、おもて那須手形というも

のを販売しているということでございます。こち

らは、観光クーポン冊子ということになります。 

  内容といたしましては、那須エリアの温泉入浴

施設や食事どころ、土産店、あるいは観光スポッ

トなど、約130施設において割り引きまたはお得

なサービスを受けることができる冊子でございま

して、特にこの中で、21の無料入浴施設のうち７

施設の日帰り入浴が、この21の無料入浴の中で７

施設が無料で使えるというようなことになってい

るという特典がございます。 

  この手形によって、那須エリアの回遊性が高ま

って、滞在時間が長くなることを我々としては期

待しているところでございます。 

  また、この手形につきましては、有効期限が１

年間ということになります。長い有効期限という

ことになりますんで、１回では使い切れない。し

たがいまして、手形を買った観光客のリピート率

の増にもつながっていくものだというふうに考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 塩原温泉観光協会が主体と

なっているおもて那須手形については、ぜひ販促

に積極的に取り組んでいただき、一人でも多くの

リピーターの獲得に努めてもらいたいと思います。 

  また、ぜひねんりんピックなどにも、本市の来

訪者はもとより、近隣の市町を訪れる人たちにも

しっかりとプロモーションをしてもらいたいと思

います。 

  それでは、地域の現状を踏まえて、地域の強み

を伸ばし、弱みを改善していくことで他地域との

差別化を図ることは、地域における議論を踏まえ

て、競合地域とどのように差別化をするか、地元

関係団体とどのように連携をするのか、本市の取

り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 本市の観光施策を

推進する上での差別化、そして関係団体とどのよ

うに連携してやっていくのかというようなお尋ね

だと思います。 

  まず、本市の観光資源は、古きよき情緒ある温

泉や豊かな自然景観など、非常に高いポテンシャ

ルを持っているかなと認識しているところでござ

います。 

  今後につきましては、関係団体、あるいは地元

の団体の皆さんと連携しながら、本市ならではの

観光素材を磨き上げて、他地域との差別化という

ものを図っていきたいと、そのように考えている

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、そこで地元関係

団体との連携強化について、具体的にお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 具体的な連携強化

ということでございますが、協働で事業をやるに

当たっても、まず目的というものを共有するとい

うことで、細かい会議を開催したり、細かい打ち

合わせというものをやって、目標というものを共

有して、そしてお互い納得しながら事業の推進を

図っているというのが実態でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 
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○７番（櫻田貴久君） そのところは十分に理解を

するところでありますが、そこで具体的な取り組

みについて、９月補正に計上した事業概要につい

てお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ９月補正に計上し

た主な事業内容についてお答えさせていただきま

す。 

  まず、羽田空港と空港に乗り入れる私鉄の動線

上にデジタルサイレージ、これは電光掲示板であ

りますが、そういうものを活用した告知、そして

空港と首都圏を結ぶ私鉄車両へのポスターの掲示

等によりまして、東京の空の玄関口羽田と首都圏

を結ぶ鉄道利用者に連続した情報を次々と発信し

ていくというような形で、つながった情報を発信

していければというふうに考えているところです。 

  また、私鉄主要駅へのポスターの掲示、あるい

はラジオでのスポット広告や特別番組の放送等を

実施しまして、塩原温泉あるいは板室温泉のよさ

を首都圏に集中的に告知していきたいというふう

に思っております。 

  さらに、東京に拠点を設置して、ＪＲ東日本び

ゅうプラザや旅行エージェント、旅行メディア等

に専門スタッフが直接訪問して、本市の魅力をＰ

Ｒする首都圏向け観光プロモーション事業という

ものも実施の予定というふうになっております。 

  加えまして、インバウンド事業につきましては、

中国で開催されます観光博覧会への出展や上海の

有力エージェントというものを対象にしたモニタ

ーツアーの実施等によって、送客強化を図ってま

いりたいというふうに思っております。 

  また、外国人旅行客のＦＩＴ化というものが今

後ますます進んでいくという中で、空港、航空会

社、鉄道会社などの輸送機関及び旅行者の滞在先

との連絡強化を図りまして、誘客に努めてまいり

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ９月補正に計上した事業概

要の中で、本市の魅力をＰＲする首都圏向け観光

プロモーション事業の実施については、全国では

余り例のない取り組みだと思いますが、民間の発

想を十分に理解し、民間ならではの営業活動をう

まくミックスすることにより、本市の魅力をＰＲ

する本市独自の取り組みだと考えます。 

  そこで、実施内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 首都圏向けの観光

プロモーション事業について、その内容について

お答えさせていただきます。 

  こちらにつきましては、東京の旅行関連会社へ

事業を委託します。そして、本市の観光資源、観

光素材等を伝える専門的なスタッフを設置しても

らうというような内容でございます。 

  その専門スタッフが頻繁に旅行エージェント等

に対して宣伝活動、営業活動を実施してもらうこ

とによって、塩原温泉あるいは板室温泉への誘客

強化を図ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

  補正の予算をいただいた後、11月ころからのス

タートになればいいのかなというふうに思ってい

るところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 多分、補正は通るとは思う

んですが、ぜひ新規事業に期待をしております。

また、成果にも期待をしています。十分評価ので

きる事業だと思いますので、今から楽しみです。 



－121－ 

  そこで、国内観光プロモーション、国外観光プ

ロモーションを今後どのように取り組んでいくの

かをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 国内、国外のプロ

モーション、どのように取り組んでいくかという

お尋ねだと思います。 

  まず、国内の観光プロモーションにつきまして

は、首都圏をマーケットといたしまして、テレビ、

ラジオ、旅行雑誌、空港、航空会社、鉄道などを

活用しましたメディアミックスによりまして、複

合的かつ波状的な情報発信に今後も努めてまいり

たいというふうに考えております。 

  また、国外に向けての観光プロモーションにつ

いてでございますが、こちらにつきましては、本

市が委託している上海事務所を拠点といたしまし

て、一層の誘客促進を図っていければというふう

に考えているところでございます。 

  国内につきましては、東京を中心とした首都圏、

そして国外につきましては、中国上海を主たるマ

ーケットとした観光プロモーションを今後、市と

しても全力を挙げて取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、外国人受け入れ

環境整備の進捗状況についてお伺いします。 

  また、今後のさらなる取り組みについてもお伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 外国人の受け入れ

の条件整備ということのお尋ねでございます。 

  現在、こちらは何回かご紹介しているところで

ございますが、中国語、英語、韓国語、フランス

語、そして日本語に対応可能な那須塩原市の観光

専用サイト「ココシル那須塩原」というものをこ

の４月１日から開設して、運用しているところで

ございます。 

  このサイトの中では、買う、見る、食べる、温

泉と宿泊といった４つの分野について、214の施

設の情報を掲載しております。外国人に対しまし

ては、詳細の情報を提供することができるほか、

施設へのナビゲーション機能、あるいは外国人が

旅先でよく使う日常会話の翻訳集も掲載されてお

りまして、使い勝手のいいものになっているのか

なというふうに思っているところでございます。 

  今後は、まずはこの「ココシル那須塩原」とい

うものの充実を図るといった観点から、多くの参

画施設を募っていきたい。そして、充実した観光

サイトにしてまいりたい。このようなものを活用

して、誘客につなげてまいりたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 「ココシル那須塩原」を初

め、ぜひ那須塩原市の強みでもありますおもてな

しの気持ちを忘れず、積極的に取り組んでもらい

たいと思います。 

  また、紅葉シーズンに比べ集客力が低下してい

る春の観光スポットづくりの取り組みについて、

具体的にお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 春の観光スポット

づくりについてのお尋ねだということでございま

す。 

  現在、このスポットづくりにつきましては、観

光関係団体、あるいは塩原、板室の活性化委員会
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の皆様のご賛同というか、ご協力をいただきなが

ら、春の花による観光スポットづくりということ

で検討をいただいているということでございます。

地域に合った春の花の選定、あるいは植栽の場所、

維持管理の方法等について、皆様方にご検討をい

ただいているというふうなところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） １年を通じて那須塩原に来

訪していただくためには、花は１つのツールのよ

うな気がします。足利のフジ、ハンターマウンテ

ンのユリ、マウントジーンズのゴヨウツツジのよ

うに、多くの人たちに認知されるように、ぜひス

ピードを持って進めてもらいたいと思います。 

  それでは、⑵の最後の再質問をさせていただき

ます。 

  観光地域づくりの基本となるコンセプト、ター

ゲットとすべき顧客層を明確化し、それに基づく

個性ある魅力的な地域づくり、顧客への浸透、地

域の魅力の維持向上を図るための仕組みを構築す

る必要があると思います。 

  また、本市が観光地域間の競争に勝ち残ってい

くためのスピーディーでフレキシブルな観光施策

を実施する体制の整備についての考えをお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 本市が観光施策を

強力に推進する上での体制づくりということのお

尋ねだと思います。 

  現在、この体制づくりにつきましては、３観光

協会で構成いたします那須塩原市観光協会連絡協

議会という場所において、観光戦略、宣伝、告知、

観光地の品質管理等をトータルコーディネートで

きる専門組織の必要性が重要視されまして、本市

の観光を牽引する専門組織の機能や形態について

検討を始めるということで合意がなされたという

ようなところでございます。 

  市といたしましても、観光マーケットのデータ

分析や戦略策定等シンクタンク的な機能とあわせ

まして、本市全体の観光振興施策を推進する実施

本部的な機能をあわせ持った組織の設置というも

のは、本市が観光地として生き残っていくために

は必要なことであり、有効な手段というふうに考

えております。 

  今後は、連絡協議会等における検討結果も踏ま

えながら、専門的組織の設置に向けた協議を関係

団体の皆様方と進めてまいりたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 本市が観光地間の競争に勝

ち残っていくためには、スピーディーでフレキシ

ブルな観光施策を実施する体制の整備については

必要不可欠だと思うことから、共通認識のもと、

再質問をさせていただきます。 

  観光地域づくりのコンセプトに基づいた施策の

実施には、四季を通じてのスピーディーな対応が

必要ですし、本市の強みを最大限に引き出すため

には、シンクタンク機能をあわせ持つ組織の新設

が必要だと思います。一日も早く組織の構築に努

めてもらいたいと思います。 

  また、誘客ＰＲなど、現時点で３つの観光協会

がどのように連携をしているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ３観光協会の連携

事業についてのお尋ねだと思いますが、まず、先

ほど来お話しさせていただいているとおり、ＪＲ
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タイアップ事業におけるキャラバン活動の共同実

施、あるいは朝食・デザートプロジェクトの共同

実施等を行う中で、連携を図っているというよう

なことでございます。 

  また、ちょっと大きなテーマになりますが、今

後激化していく地域間競争というものに勝ち残っ

ていくためには、何をすべきかなんというテーマ

でもって議論をしているといったような実態もご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それぞれの観光協会の強み

を十分に発揮し、より一層強い連携をし、さらな

る誘客のＰＲに努めてもらいたいと思います。 

  それでは、⑶について再質問をさせていただき

ます。 

  今まで行政が苦手としていたプロモーションを

非常に効果的に活用したことは、非常に評価でき

ることだと思います。また、木下審議監が地域に

溶け込み、地域の人たちの意識改革が進んだこと

も、非常に評価のできるところだと思います。 

  メディアミックスを活用した良質なプロモーシ

ョンを今後どのように進めていくのかお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 今後のプロモーシ

ョンについて、どのように進めていくのかという

お尋ねだと思います。 

  先ほども答弁させていただきましたが、平成25

年の宿泊者数、そして観光客の入込数というもの

は、着実に伸びているというような実態がござい

ます。今までのプロモーション効果を検証しなが

ら、基本となるコンセプトに基づき、さらに効果

的なプロモーションを一つ一つ着実に推進してま

いりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、そこで取り組み

成果のフィードバックにより、観光地づくりのビ

ジネスにつながることにより、観光地づくりの取

り組みを自立的かつ継続的なものにするためには、

関係団体や観光産業関係者と今後どのように進め

ていくのかお伺いをいたします。 

  また、行政としての役割は何かお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ビジネスにつなが

る観光地づくりというものは、具体的にどうやっ

てやっていくのかという、その取り組みについて

のご質問と、あとはその際の行政の役割というこ

となんだと思います。 

  まず、観光地づくりをビジネスにつなげていく

取り組みは、行政や観光従事者及び地域住民と連

携して、協働で実施していくということが大変重

要になるのかなというふうに認識しております。 

  その際の我々行政の役割といたしましては、時

にコーディネーター役として、時にはサポーター

役というような立場で、各種の会議会合など数々

の機会をとらえて、あらゆる機会をとらえて、地

元の皆さん方の意見を取り入れながら、ビジネス

につながる観光地づくり、そんなものを進めてい

ければというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、最後になります

が、地域が目指すべきコンセプトを明確にし、関

係者を集め、認識の共有、合意形成を行いながら、

コンセプトに基づく具体的な取り組みを実施する
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ためには、人材が必要不可欠だと思います。 

  そこで、地域の目指す観光地域づくりには、人

材育成を促進するために効果的、効率的な仕組み

を構築することが必要だと思います。 

  そこで、推進していく人材の育成についてお伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 人材育成について

のお尋ねだと思います。 

  人材の育成につきましては、我々市としまして

も、これから観光施策を展開していく上で、非常

に重要なこと、大切なことだというふうに認識し

ているところでございます。 

  昨年度、産業観光部に観光施策を担当します審

議監が登用されまして、観光団体や観光従事者等

に対して、講演や各種の助言をあらゆる機会に行

ってまいったというようなところがございます。 

  今後につきましても、勉強会の開催等、これは

関係団体との協働によって勉強会の開催等、人材

育成のための各種事業を実施いたしまして、観光

従事者と我々ともどもスキルアップに努めまして、

我々も含めての人材育成というところに努めてま

いりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 木下審議監が来られて、も

う１年と半年が過ぎました。本市の観光のビジョ

ンができ、そしてミッションが生まれて、今、

着々と10年後の最高峰の目的に向かい進んでいま

す。だから、私たちＴＥＡＭ那須塩原としても、

熱い熱いパッションで応援をしたいと思っていま

す。 

  ぜひ本市の観光の発展にさらなる期待をし、ま

た木下審議監を招聘いただいた阿久津市長にも十

分敬意を表しながら、この項の質問を終了させて

いただきます。 

  ２、社会構造の変化を見据えた職員育成につい

て。 

  本市のまちづくりの基本理念には、①市民との

協働によるまちづくり、②効率的・効果的な行政

運営による自立したまちづくり、③安全に安心し

て暮らせるまちづくり、④個性が輝くまちづくり

という４つのキーワードがあり、那須塩原市の将

来像を「人と自然がふれあうやすらぎのまち那須

塩原」としています。 

  そこで、夢の実現に向けた職員の育成や社会構

造の変化を見据えた職員の育成について、以下の

点についてお伺いをいたします。 

  ⑴社会構造の変化を見据えた職員の育成につい

てお伺いします。 

  ⑵人事評価の職員育成のかかわりについてお伺

いします。 

  ⑶若手職員の市政運営へのかかわりについてお

伺いします。 

  ⑷他自治体との差別化を図り、「人々から選ば

れるまちづくり」を目指すための職員育成につい

てお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ⑴の社会構造の変化を

見据えた職員の育成について、それから⑵の人事

評価制度の職員育成へのかかわりについて、それ

から⑷の「人々から選ばれるまちづくり」を目指

すための職員育成については関連がございますの

で、一括してお答えしたいと思います。 

  社会構造の変化に柔軟に対応し、「人々から選

ばれるまちづくり」を推進するためには、職員の
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能力開発及び資質向上が不可欠でございます。そ

こで、本市では、職員の能力開発及び資質の向上

を図るための各種研修を計画的に実施していると

ころでございます。 

  この研修には、那須地区広域行政事務組合が主

体となって那須地区合同で行うものや、県との合

同、栃木県市町村振興協会、日本経営協会、市町

村アカデミーなどが主催して行うもの、また市が

単独で実施するものなど、多種多様な研修がござ

います。これらの研修を受講させることで、能力

開発や資質向上を図っているところでございます。 

  また、現在導入しております人事評価制度につ

きましては、その主たる目的につきましては、職

員の人材育成にございます。 

  本市では、係長級以下の職員を対象とします

「姿勢・適正評価」と課長補佐級及び課長級の職

員を対象とします「管理能力評価」の２つの能力

評価を実施しているところでございますが、この

評価は、職員間に優劣をつけるというものではな

くて、職員間の差をなくして、組織全体の底上げ

を図るための「人材の育成」を主眼として実施し

ているところでございます。 

  そのため、この評価制度では、評価結果を本人

にフィードバックする「面談」を最も重要視して

いるところでございまして、この「面談」を通し

まして、職員の仕事に対する「モチベーション」

の喚起や「気づき」を促すことで、職員の能力開

発や資質向上を図ることをねらっているところで

ございます。 

  今後は、自治体を取り巻く環境の変化に適切に

対応しました研修となるよう、計画の不断の見直

しを進めるとともに、評価者研修の繰り返しの実

施によりまして、評価の精度の向上を図ることで、

人事評価をより有効に活用し、職員一人一人が変

化する社会に的確かつ柔軟に対応し、より高いパ

フォーマンスを発揮することができる「精鋭集

団」の確立を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、⑶の若手職員の市政運営へのかかわりに

ついてでございますが、具体的な取り組み例とい

たしまして、毎年新規採用職員の研修の一環で、

「市長への提言研修」というものを実施している

ところでございます。 

  これは、新規採用職員が日々の職務を遂行する

中で、疑問や改善すべき点など感じたことを話し

合い、フレッシュな視点からまちづくりについて

考え、意見をまとめ、市長へ提言するというもの

でございます。具体化にいたるものはなかなか難

しいところがございますが、今年度についても実

施する予定となっております。 

  また、現在、若手職員で結成された定住促進実

行部隊の「スパック」というものがございます。

このスパックは、定住促進計画に基づいて、シテ

ィプロモーションの各種事業を企画立案し、実践

することとしており、現在、鋭意活動中でござい

ます。 

  このほか、職員提案制度を実施しているところ

でございますが、この制度は、職員がふだん業務

を遂行している中で、サービスの向上や事務の効

率化等で「こうすればいいのに」と思っているこ

とにつきまして、改善策や新たな取り組みを自由

に提案できるというものでございますが、これま

でに若手職員からも多く提案されている状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、⑴、⑵及び⑷については一括で答弁

をもらいましたので、一括で再質問をさせていた
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だきます。 

  また、職員の能力開発及び資質の向上を図るこ

とが本市の将来に結びつかるという共通の認識の

もとで再質問をさせていただきます。 

  平成19年３月に那須塩原市人材育成基本方針が

策定されましたが、今日に至るまで、どのように

反映され、また検証することにより、人材育成が

効果的に推進されているのかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 人材育成基本方針、こ

れに沿って効果的にその人材育成が進んでいるの

かというふうなご質問かと思います。 

  まず、人材育成基本方針の概要をちょっとご説

明を差し上げたいと思います。 

  この計画は、方針の中で、大きくは５つの柱を

掲げてございます。その求められる職員像という

ふうなことでございますが、１つ目が倫理観・使

命感のある職員、２つ目が市民感覚のある職員、

３つ目が高い専門性のある職員、４つ目が経営感

覚のある職員で、５つ目がチャレンジ精神のある

職員というふうなことでございます。 

  そして、この求められる職員像を実現する手法

としまして、まずは人材の確保、次に確保した人

材の開発、そしてそれを活用というふうなことに

なります。活用してみて、今度は評価をするとい

うふうなことになるわけでありますけれども、そ

の評価の結果をそれぞれにフィードバックして、

この取り組みを実施しているというふうな現状で

ございます。 

  例えば、確保というふうな点で申し上げますと、

職員採用試験においては、よりその人物の適性な

どを重視するために、二次試験としまして、個別

面接だけではなくて、集団討論というものを実施

しているところでございます。 

  また、先ほど来お話がありました木下審議監、

これにつきましては任期つきの職員というふうな

ことで、外部から登用しているというふうなこと

でございます。 

  また、開発というふうな観点からいきますと、

先ほども申し上げましたように、各種の研修を実

施しているところでございますけれども、派遣研

修というふうなものも実施しているところでござ

います。県あるいは国、国でありますと厚生労働

省でありますが、あるいは外郭団体のふるさと財

団等、それから今年度からは女性職員の能力開発、

人材育成というふうな観点から、自治大学校にも

入校を予定をしておるところでございます。 

  それから、活用の観点からいたしますと、適材

適所への人事異動での配置というふうなことにな

ろうかと思います。 

  そんなところを実施してきているところでござ

いまして、人材育成が効果的に進んでいるものと

考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  人材を育成するためには、那須塩原市職員に求

められる職員像を人材育成基本方針では明確にう

たっています。今日までにどのぐらいの目標達成

に至っているのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 求められる職員像、き

ょうまでにどのぐらい目標を達成されているのか

というふうなご質問でございますけれども、なか

なか、例えば、じゃ60％、40％というふうな数字

で申し上げるのは非常に難しいと思います。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、人事評価
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というふうなことで評価をし、それも人材育成と

いうふうな視点から活用しているというふうなこ

とでございます。ですから、その中で、職員おの

おのの弱み、あるいはいいところ、そういうふう

なところを半期ごとにやっているわけでございま

すので、明確に、少しずつではございますけれど

も、レベルアップが図れているというふうに考え

ております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、職員の能力開発

及び資質の向上を図るための各種研修を計画に実

施しているとの答弁をいただきましたが、具体的

な計画とその時々でニーズにこたえるべきタイム

リーな研修もあると思います。市が単独で実施す

る研修内容にはどのようなものがあるかお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 市が単独で実施する研

修内容というふうなご質問かと思います。 

  各種研修があるわけでありますけれども、その

穴埋めといいますか、そんな観点で市単独の研修

を各種実施しているところでございます。 

  例えば、管理職養成研修というのがございます。

これについては、これから管理職の年齢、57歳以

上、現在で言いますと、そこら辺の職員がこれか

ら大量に退職というふうな時期を迎えるところで

ございます。そのようなことがございますので、

次期管理職候補者を対象にしまして、管理職とし

ての心構え等についての研修をし、準備をすると

いうふうなことで、こういうふうな研修をしてい

るところでございます。 

  また、技能労務職の研修も行っているところで

ございます。技能労務職につきましても、市の職

員というふうなことでございます。やはり職員と

しての心構えというふうなことで、研修というふ

うなことをやってございます。 

  それから、政策法務研修というのもやってござ

いまして、これは最近とみに地方分権というふう

なことが言われているところでございますが、や

はり市、町、村におきましても、独自の政策立案、

政策立案をしたものを具体化するというふうなこ

とになりますと、条例が必要ということになりま

す。その策定の研修というふうなことがあります。 

  それから、メンタルヘルスの研修でありますと

か男女共同参画に関する研修、そして協働のまち

づくりの研修、それから最近これもやはり新聞等

でにぎわしておりますが、情報漏えいの関係、情

報のセキュリティーです。これはとみに重要とな

ってきておりますので、そういうふうな研修も実

施しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、丁寧なご答弁ありが

とうございます。 

  本当に那須塩原市もやってますね。ぜひ積極的

にこれからも続けていってもらいたいと思います。 

  行政サービスは、仕事の数値化が困難な部分も

あります。それに伴う人事評価は非常に難しい部

分があると思いますが、本市の人材評価は、職員

の優劣をつけるものではなく、職員の差をなくす

ための人材育成を目的とするものであるなら、具

体的な取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 人事評価の具体的な取

り組みについてというふうなことかと思います。 

  繰り返しになりますが、本市の人事評価につき

ましては、人材育成を主眼に置いて実施をしてい

るというふうなことでございます。 
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  具体的には、評価する者のほうでありますけれ

ども、評価されるほうの職員のふだんの仕事ぶり、

これを観察をしておりまして、先ほども申し上げ

ましたように、どういう点がすぐれているのか、

あるいはどういう点が不足しているのか、そうい

ったものについて評価をする。その評価の指針と

いいますか、見どころになりますのは、先ほど申

し上げましたように、目指すべき職員像が明らか

になっておりますので、それを視点にというふう

なことでやっているところでございます。 

  これは、先ほどもちょっと申し上げましたとお

り、年度間、２回に分けて、半年ずつの期間で実

施をしております。ですから、今、９月というふ

うなことでありますんで、半年が過ぎまして、ま

さに評価をする時期というふうなことになってお

りまして、もう一回は３月中というふうなことに

なります。 

  そんなところで、まずは自分で評価をするわけ

なんですが、自己評価というふうなことで、それ

を評価する者の方に提出をしてもらいまして、今

度は評価するほうが正式な評価といいますか、そ

れをするわけですね。それを、評価者が評価した

結果を部下のほうに提示しまして、それに基づい

て面談を行うというふうなことになりますんで、

その中で、やはり本人が思っている、私はこうい

うふうにやっているぞというふうなところと、評

価者の見るところが違ってくるというふうなとこ

ろがあります。そういうふうなところで、やはり

どこがいいのか、悪いのか、どういうふうな点に

もっと力を注ぐべきなのか、そういった点を明ら

かにして、次の期間でそういったところを克服し

ていけるようにというふうなところで、面談を実

施しているところでございます。 

  そんなところで、職員の仕事に対するモチベー

ション、あるいはやる気というふうなものも出て

くるんではなかろうかというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、評価結果を本人

にフィードバックし、職員の仕事をするモチベー

ションの喚起や気づきを促すということは必要不

可欠だと思いますが、一番大事なやりがいを職員

に与え続けるリーダーとしての役割、もしくは上

司としての役割についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） やりがい、そしてその

ためのリーダーあるいは上司の役割はというふう

なご質問かと思います。 

  先ほども市独自の研修で管理者研修なども行っ

ているというふうなことで答弁をさせていただい

たところでございますけれども、そういった研修、

一般的に言われますリーダーあるいは上司の役割

とはというふうなことで申し上げますと、１つは、

業務遂行におけるその事業の進捗状況のチェック、

進行管理ですね、それから２つ目が、部下職員の

育成指導、そして３つ目が、今度は自分自身のプ

レーヤーとしての仕事というふうなことになるか

と思います。 

  そのやりがいというふうなことになりますと、

育成指導というふうなことになってくるんではな

いかと思うわけではございますけれども、やはり

何といいましても成功体験が重要ではないかとい

うふうに思っております。つまり、自分がやった

仕事に対して、やはり成功して、自信が持てると

いうふうなことが一番重要ではないのかなという

ふうに思っているところでございます。 

  でありますんで、あちこちで言われております

ように、やはり職員を褒めるというふうなことが
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非常に重要ではないかなというふうに考えている

ところでございます。 

  そのためには、やはり部下を信頼し、仕事を任

せるというふうなことも非常に重要だろうと。た

だ任せるだけではなくて、やはりそれには上司が

責任を持つというふうなことも非常に重要であろ

うというふうなことでございます。 

  そんなことも含めまして、研修の中では実施し

ているというふうなことでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、私は本市の職員の多

くは、まちづくりの最前線で汗をかく職員として、

その誇りを胸に日々働いていると信じています。 

  公務員は何かと批判の対象になりやすい職業で

す。そこで、公務員のクレームをどのように対応

しているのか、本市の取り組みについてお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） クレームに対してどの

ように対応しているのかというご質問でございま

す。 

  クレーム、たくさんいただいております。例え

ば、事業遂行に当たってのクレーム、その手続へ

のクレーム、あるいは窓口での接遇に対するクレ

ーム、非常にたくさんの多くクレームをいただい

ているところでございます。 

  ただ、これもよく言われますように、そのクレ

ームは宝の山だというふうにも言われているとこ

ろであります。そんなことでありますので、やは

りそれに基づいて、今後の円滑な市政運営、ある

いは業務改善の取り組みのためのやはり重要な資

源ととらえることが必要だというふうに考えてい

るところでございます。 

  また、クレームがあった場合には、やはりその

クレームを言ってくださった方が何を求めている

のか、それを十分に聞き取る必要があるんだろう

というふうにも考えているところでございます。 

  また、そういったクレームがあった、特に多い

のはやはり窓口での接遇関係というものが多いわ

けでございますが、そういうふうなことがあった

というふうなことで、それについては、やはり職

員が共通しないといけないというふうに考えてお

りますんで、庁内ネットワークの掲示板を利用し

まして、そういったものにつきましては、職員の

共通認識というふうなことでやっているところで

ございます。 

  そんなところもありまして、クレーム対応の研

修というものへも職員のほうを参加させている状

況でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） よくクレームは最大のチャ

ンスだなんて昔、経営コンサルタントが言ってい

ましたが、行政の場合にはそれが当てはまるかど

うかわかりませんが、しっかり精査をしてもらっ

て、できればクレームはないほうがいいんじゃな

いかと思うんで、その辺は真摯に受けとめながら、

しっかり取り組んでもらいたいと思います。 

  本来、まちづくりは、市民自身が考え、決定し、

行うものだと思います。職員はその手助けをする

アドバイザーだと思います。まちづくりのアドバ

イザーの職員と一緒に、自分たちのまちをつくり

上げていく上での職員の健康管理について、本市

の取り組みをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 職員の健康管理という

ふうなご質問でございます。 

  健康管理につきましては、２つの側面といいま
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すか、見方があるかと思います。１つは、身体的

な健康管理というふうなことになりますけれども、

それにつきましては、年に３回健康診断開催して

おりまして、受けられるのはその１回というふう

なことになりますけれども、受けやすいように、

年間３回実施しているというふうなことでござい

ます。また、人間ドッグ、脳検診等もございまし

て、そういったところにも福利厚生というふうな

ことで助成をしているというふうなこともしてい

るところでございます。 

  もう一つにつきましては、やはり精神的に病ん

でしまうというふうなことがございます。やはり

近年、そういうふうなことが出てきているわけで

ございますけれども、そんなところから、臨床心

理士、カウンセラーになりますが、カウンセラー

によるカウンセリングを月２回、希望者を対象と

して実施しているところでありますし、また産業

医の先生が３人いらっしゃいます。そんな産業医

の先生、あるいは先ほど申し上げましたカウンセ

ラーの先生によりますメンタルヘルスの研修会な

ども年に１回は開催している状況でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、職員一人一人が

変化する社会に的確かつ柔軟に対応し、より高い

パフォーマンスを発揮することのできる精鋭集団

の確立を目指す人材確保についての計画、また今

後の取り組みついてもお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 今後の計画、あるいは

取り組みについてというご質問でございます。 

  やはりなかなか職員をふやすというのは簡単に

はできないというふうな現状でございます。そん

なところから精鋭集団の確立を目指すというふう

なところでやっているわけでございますけれども、

やはり今後につきましても、現在ある人事育成基

本方針に基づきまして、職員の能力向上のための

各種の研修を計画的に実施する、あるいは先ほど

来申し上げてますような人事評価制度の充実を図

る等を通しまして、今後も取り組んでいきたいと

いうふうに考えておりますし、また新たな人材確

保というふうなところでありますけれども、それ

につきましては、新規採用試験等につきましても、

その年齢、応募の年齢ですね、そういったところ

につきまして、年齢制限を検討するであるとか、

あるいは社会人枠というものを検討するとか、現

在も社会人枠というのはございますけれども、そ

ういうふうなところで、今後につきましても取り

組んでいきたいというふうに考えてでございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） いい行政サービスがあって

も、しっかりプロモーションをしなければ、いい

行政サービスが市民にはわかりません。那須塩原

市はこんなにもすばらしいまちですよということ

を行政みずからが積極的にアピールするべきだと

思います。 

  公務員というのはアピールをするのが総じて不

得意だと思います。一人一人が広報マン、広聴マ

ンになるためには、自分が住んでいる地域のコミ

ュニティに積極的にかかわるべきだと思いますが、

本市の考えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 地域コミュニティへの

積極的なかかわりというふうなご質問かと思いま

す。 

  市の職員につきましても、もう地元に帰れば、

一市民、一住民というふうなことになりますんで、

当然ながら地域のいろいろな活動、行事等には参

加すべきものというふうに考えているところでご
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ざいます。 

  そんなところから、協働のまちづくり指針とい

うものを企画部のほうで策定しているところでご

ざいますから、その中でも、やはり職員について

は、一市民として参画すべき存在であることの意

識づけというのを図っていかなければならないと

いうふうな位置づけとなっているところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、丁寧な答弁ありがと

うございます。 

  それでは、⑶の若手職員の市政運営へのかかわ

りについて再質問をさせていただきます。 

  市長への提言研修では、どのような意見が出て

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 市長への提言研修の内

容というふうなご質問でございます。 

  平成25年度の実施状況というふうなことで回答

をさせていただきたいと思います。 

  実施しましたのは、26年の２月７日に実施して

いるところでございまして、中身でございますが、

そのテーマのほうをご紹介したいと思います。 

  １つ目が古民家を活用した地域活性、２つ目、

牛乳・チーズ日本一のまち、３つ目がおもてなし

のまち那須塩原、４つ目が自然と遊べ那須塩原、

それから５つ目が生乳生産本州一普及計画、６つ

目がザ・ミルフィーズ知名度の低さとの戦い、７

つ目が美と健康、８つ目がみんなで楽しむ那須塩

原というふうなことのテーマで提言があったとこ

ろでございます。 

  そんなふうな状況でございまして、今年度も２

月ごろには実施したいというふうに考えていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） どっちかというとどのよう

な意見が出たのかということを聞きたかったんで

すが、いいですか。できれば、はい、わかりまし

た。これは次回のときにもう少し煮詰めて聞きた

いと思います。 

  また、スパックの組織の内容と若手職員がどの

ようにかかわっているのか、具体的にお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） スパック、企画部の所

管ということで、私のほうから答弁させていただ

きます。 

  企画部におきましても、職員の政策形成能力の

向上ということを目的といたしまして、総務部で

行っている研修とは別に、講演会、研修会等を開

催いたしたり、今年度、先進地の視察用の旅費を

予算化したりということで取り組んできていると

ころではございますけれども、若手職員のスパッ

クというところでございまして、スパックにつき

ましては、定住促進を図るための新たな事業を検

討し、実施すること及びその実施等を通じた職員

の資質の向上を図ることを目的に結成をされてご

ざいまして、業務内容として、シティプロモーシ
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ョン戦略の協議、定住促進計画に基づく新規事業

の企画立案等を行うということにしてございます。 

  今年５月28日に結成以来、全体会を５回、３つ

の班に分けて活動しているということでございま

すので、その班活動につきましては、勤務時間外

のオフサイトミーティングというようなことも含

めて、現在、実施をしているというところでござ

います。 

  これまでの活動の中では、キャッチコピー等の

作成等の専門家を招いての指導を受けたり、先日

は、これまでの活動内容や今後の方向性について、

シティプロモーションの第一人者といわれており

ます東海大学の河井教授を招いて、ご指導をいた

だいたというようなことで、今後、具体的な提案

がされるものというふうに期待をしております。 

  それら出された提案につきましては、できるだ

け実現をしていきたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、若手職員の強

み・弱みを十分に把握し、市政にかかわりを持た

せることは十分評価のできる施策だと思いますが、

どのような仕組みになっているのかお伺いをいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 職員提案制度の件のお

話かなと思いますけれども、職員提案制度につき

ましては、平成24年度にリニューアルして、実施

をしているというところでございまして、提案者

は提案内容を記載した提案書を企画情報課に提出

をいたしまして、市長、副市長、教育長、企画部

長で構成されます職員提案制度審査委員会に付議

をいたしまして、そこで提案者がプレゼンを行っ

て、採用、不採用ですね、採用については、今後

実施されるかどうかということをさらに担当課の

ほうに送付しまして、意見を求めて、実施できる

ものは実施していくということで取り組んでいる

ところでございます。 

  また、採用された職員には、報償ということで、

金一封を差し上げているということでございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長に最後に聞

きたいんですが、平成25年度の職員提案制度の実

績についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 先ほど平成24年度から

リニューアルしてということでお話ししましたが、

25年度ということで、24年度の実績もあわせて申

し上げれば、24年度におきましては16件の提案が

ございました。25年度におきましては４件という

ことで、リニューアル以来、２年間で20件ほどの

提案がございました。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 丁寧な答弁ありがとうござ

いました。 

  公務員のモチベーションを上げることは非常に

難しいものだと思います。これは、公務員にやる

気がないという意味ではありません。市民からの

期待にこたえて当たり前。どんなにいい仕事をし

ても評価されないし、給与にも反映されないのが

公務員のような気がします。これだと公務員のモ

チベーションは上がりません。 

  さらに言えば、強い使命感を持っているからこ

そ、モチベーションが下がりにくいものですが、

反面、上がりにくい傾向にもあるわけです。 

  成瀬部長のときにこういった話をさせていただ

きましたが、職員の心のよりどころになるのはや

りがいだと思います。若い職員たちは、本市の未
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来をしっかり見据え、そこから逆算して、今何を

やるべきかということを考えることが大きなやり

がいにつながっていくことと思います。 

  ぜひ市長には、職員を大事に、しかも大切にし

てもらいたく強く要望し、職員の育成が本来の将

来に役立つことは当然のことだと思いますので、

ぜひぜひすばらしい職員を育成してもらいたいと

思います。 

  これでこの項の質問を終了させていただきます。 

  ３、続！本市の合併10周年記念事業について。 

  平成25年第５回定例会において、本市の合併10

周年記念事業について市政一般質問をさせていた

だきました。 

  平成27年１月１日に合併10周年を迎えるに当た

り、今回はより具体的に、そして本市が合併10周

年を迎えるに対する「本気度」について、以下の

点についてお伺いします。 

  ⑴合併10周年記念事業の基本方針についてお伺

いします。 

  ⑵合併10周年記念事業の具体的な計画、タイム

スケジュールの進捗状況についてお伺いします。 

  ⑶合併10周年記念事業を通し、今後本市の目指

すべき将来の方向性についてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 櫻田議員の質問に私から

もお答えをいたします。 

  議長のお許しをいただきましたので、先ほど観

光の分野で評価をいただいたり、質疑を拝聴して、

どこかでしゃべろうと思って、しゃべれなかった、

余りにも矢継ぎ早で。 

  一言だけつけさせていただきますが、観光の振

興ってとっても難しい。でも、木下審議監を招聘

したことがきっかけとなって、１年半ではありま

すが、極めて具体的に観光の振興が今、整いつつ

ございます。 

  ただ、これは木下さんとはしょっちゅうお話し

していますが、観光の振興だけじゃないんですよ

と。今、那須塩原が最も力を入れているのは、

人々に選ばれる那須塩原、こういうことで、魅力

のあるまちをつくるために、定住促進を打ち出し

ている。打ち出すのは、予算をつけて幾ら打ち出

しても、これはなかなか、那須塩原が求めている

のは、首都圏から住む人をここへ呼ぶと、こうい

うことが基本になっておりますんで、この観光振

興のさまざまな今行っている手、これについては、

隠し味と言っているんですけれども、審議監もよ

く知っていて、この後、もう表裏一体だよと。定

住促進の宣伝にも、宣伝というかプロモーション、

これにも必ず、今先導している観光振興の各種事

業は、もう表裏一体のものとなって、那須塩原の

定住促進に必ず生きてくると、こういう意気込み

も裏に隠されておりますんで、ぜひその辺につい

て、きょうは別な質問なんですけれども、その再

質問は避けていただきたいと思いますが、冒頭申

し添えておきたいと思います。 

  それでは、私からは質問、順次お答えいたしま

す。 

  まず、本市10周年記念事業でございますが、合

併10周年の記念事業基本方針についてお答えいた

します。 

  記念事業を通して那須塩原市への愛着を高める

とともに、市の魅力を内外に発信してまいります。 

  また、市民や企業からの提案や事業参加など、

「次世代のために夢のある那須塩原市」につなが

るような記念事業を協働により推進することで、

全市的な取り組みとする中、にぎわいを創出し、

地域の活性化に資する事業展開を行ってゆきたい



－134－ 

と考えております。 

  次に、⑵の10周年記念事業の具体的な計画、タ

イムスケジュールの進捗状況ですが、現在、各種

団体から推薦された委員で構成する推進協議会に

おいて、具体的な計画等につきましては、10周年

記念事業実施方針として、現在、策定作業を進め

ているところであります。 

  記念事業の構成としては、「式典」、「特別事

業」、「冠事業」、「市民協働事業」、「広報啓

発事業」、そして「協賛事業」の実施を予定して

おります。 

  10周年の記念を広くＰＲするため、市民の皆様

から公募したシンボルマーク、キャッチフレーズ

も決定し、来年３月に10周年記念シンポジウム、

10月には記念式典を開催することを予定して進め

ております。 

  また、⑶の合併10周年記念事業を通して、今後

本市の目指すべき将来の方向性についてお答えい

たします。 

  本事業につきましては、市民を挙げての慶事と

して、市民一人一人が市内の各地域の特性につい

て理解を深めながら、「那須塩原市に生まれてよ

かった、住んでよかった」と実感できるような事

業を実施してまいります。 

  記念式典においては、市の歌を発表することを

予定しておりますが、今回の10周年記念事業を通

し、「市民との協働」、「市民との一体感」を肌

で感じるとともに、広くＰＲを行ってゆくことで、

定住促進につながる事業展開ができるよう努めて

まいります。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 市長、丁寧な答弁ありがと

うございます。 

  それでは、⑴の合併10周年記念事業の基本方針

については理解をするところです。そこで、⑵か

ら再質問をさせていただきます。 

  まず、合併10周年記念事業の予算規模について

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 予算規模ということで

ございますけれども、現在、実施計画が各部課か

ら提出されまして、それらについてのヒアリング

が終わりまして、これから査定という段階に入っ

てきているわけでございますけれども、予算規模

については、まだ具体的な数字は出ておりません。 

  ただ、５周年記念事業が8,000万円程度であっ

たということから、それを上回る予算規模にはな

るだろうというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ただいま予算規模について

の答弁をいただきましたが、５周年記念事業が

8,000万円程度で、それを上回る予算規模になる

と考えているという答弁をもらいました。 

  しかし、それはちょっと上回るのか、それとも

はるかに上回るのか、改めてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ちょっとがどれくらい

か、はるかにというのはどれくらいかという、そ

ういう基準はございますけれども、予算規模につ

いては、先ほど申しましたとおり、現在、精査中

ということで、はっきりしたことは申し上げられ

ませんが、５周年時には、冠事業を中心にという

ことで実施してきた経緯がございます。10周年に

おきましては、先ほど市長が答弁したように、次

の世代につながるような事業ということで、新た

な事業も取り組んでいきたいというふうに考えて
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おりまして、予算の許す範囲で実施をしていきた

いということで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひ将来につながる10周年

に結びつけてもらうのには、予算規模も十分な配

慮をしてもらいたいと思いますが、その辺は部長

の裁量に任せたいと思います。 

  各種団体から推選された委員で構成する推進協

議会のメンバーについてもお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 推進協議会のメンバー

ということでありますけれども、メンバーについ

ては、自治会長の連絡協議会や観光協会の連絡協

議会等、市の関連する団体の方17名と、ＪＲなど

民間会社３社、それと市長と企画部長ということ

で、合計22名の構成で行っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 各部各課から提出されてい

る実施計画と推進協議会との実施計画をどのよう

に整理し、整合性をとっていくのかという今後の

計画についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 実施計画との整合性、

今後のスケジュールということでございますが、

実施計画に計上する事業につきましては、推進協

議会で策定をする実施方針の中で概要をお示しし

て、それらについて意見を求めて、決定をしてい

きたいというふうに考えておりまして、10月に推

進協議会の開催を予定しておりまして、その後、

実施計画を確定させまして、11月の議会全員協議

会の中ではお示しができるだろうというふうに考

えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、あれですね。記念事

業の構成として、記念式典、特別事業、冠事業、

市民協働事業、広報啓発事業と、そして協賛事業

の実施を予定していると答弁をいただきましたが、

具体的な計画の内容について、現時点で結構です

ので、わかる範囲で詳細に説明をお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 具体的な事業の内容と

いうことでございますけれども、先ほど予算規模

のところでお答えをしたとおり、現在、精査中と

いう段階ではございますが、特別事業としまして

は、10周年の式典、また来週、市長、議長で訪問

していただくリンツ市との姉妹都市ということが

決まれば、姉妹都市の締結、また記念シンポジウ

ムの開催、また冠事業としましては、巻狩まつり

やふれあいまつりをグレードアップさせたものの

事業ですね。市民協働事業としては、人口当てク

イズ、市民提案型協働のまちづくり事業、広報事

業としては、のぼり旗やポスターなどを使っての

啓発等を現在、考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 合併10周年記念事業で、内

向き、外向きの事業についてもあると思うんです

ね。例えば、私が先ほど質問しました観光におい

てなんかは、下野新聞に載りましたように、外向

きの非常にいい事業だと思うんですね。その辺は

評価できると思うんですが、たまたま今の経済状

況を考えると、近隣の市町が行っているプレミア

ム商品券などは、非常に経済の活性化、地元業者

の振興になりますし、また若手経営者の担い手に

も一役買うような施策だと思います。 
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  まずは合併10周年記念事業のスタンスをフラッ

トに構えながら、本市としての考えをお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 合併10周年の記念事業

も、先ほど市長から観光プロモーションの話もあ

りましたけれども、次の世代につなげていく、そ

ういった起点の年にしたいということで、当然な

がら観光プロモーションとの連携というものも、

これは出てくるだろうというふうに思っておりま

す。 

  また、内向きの事業ということの中では、議員

からご提案いただいているプレミアム商品券など

も有効であろうというふうに考えておりまして、

今後の中で実施に向けて検討してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、その辺は本当に真剣

になって考えてもらいたいと思います。やっぱり

今、商工事業者、非常に厳しい立場にもあるし、

なおかつ跡取りがいなかったり、そういったもの

も、商店とか商店街が疲弊することによって、ま

ちとしては非常にマイナスだと思うんですね。 

  できればプレミアム商品券なんかは、10周年の

ときにある程度思い切りプレミアム感を出してや

って、後に10周年を記念に、そこから毎年、少し

でもプレミアム券を残しながら毎年行ってもらっ

て、なおかつ跡取りとかにもうちょっとこうなん

だよという市としての基本的な部分、地域のお店

が活性化することによっても、恐らく地域の振興

とかそういうものには課題につながると思うんで

すね。できればこの辺のことに関しては、商工会

を通じながら、一生懸命進めてもらいたいという

か、10周年の１つの内需の拡大のための施策にし

てもらいたいと思います。 

  今まで、その10周年記念で、これから11月ぐら

いにいろいろな実施計画は示されるというような

話を聞いてますが、今現在時点でどんなような形

でタイムスケジュールですね、そういったものが

１月１日から迎えるに当たって、来年、再来年の

３月30日までどういった形で行くのか、仕組み的

なものでいいです。今ざっくりとわかる程度でい

いですので、そういったものについて、今後のタ

イムスケジュールについてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） タイムスケジュールと

いうことでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、今、実施計画の査定がこれから行

われるという中で、どういう事業を10周年記念事

業として認めていくかというところもございます

けれども、そうした実施計画での計上を10月には

済ませたいというふうに思っておりまして、11月

の全員協議会での公表、そしてそれらの予算化い

うふうな形でつなげていきたいなというふうには

思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、シンボルマーク、

キャッチフレーズの効果的な活用についてお伺い

をします。 

  また、シンボルマークを使ったノベルティー商

品の活用について、どのように考えているのかお

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） シンボルマークの使い

方につきましては、協賛事業として申請書を提出

いただいて、使っていくことで現在、考えている
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ところでございます。できるだけ多くの方にいろ

いろな方面で有効に活用していただいて、10周年

をＰＲしていただければというふうに考えてござ

います。 

  また、ノベルティー商品につきましては、これ

まで想定はしておりませんでしたが、ＰＲという

観点から、有効であろうということも考えられま

す。ただ、いろいろな商品をつくって配布すると

いうことでなく、シールとかバッジとか、そんな

ような形でのものを考えていきたいというふうに

思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長、例えばプ

レミアム商品券なんかに10周年記念のシンボルマ

ークですね、ああいったものを入れたりとかとい

う、そのシンボルマークの版権というんですか、

それはもちろん市が持っているとは思うんですが、

そういった使用に関して、何か規制があるのか、

現時点でその辺は考えていますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） シンボルマークの規制

等ですけれども、できるだけ多く使っていただい

て、10周年をＰＲしていただきたいということも

ございますので、特にプレミアム商品券的な10周

年記念事業の中で取り組まれるものについては、

もちろんぜひとも使っていただきたいというふう

には考えておりますし、そのほかの案件につきま

しても、ご申請いただきまして、認められる内容

であれば、積極的に使っていただきたいというふ

うに思っています。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） せっかく公募してつくった

ものなんですよね。もし私が、これ、例えば例で

すね。僕が使った部分に、あそこのシンボルマー

クには2015とかそういうのが入っていないんです

よ。できれば、あっ、那須塩原市の10周年は2015

年だったとか、2015年からハイフンで16年だった

なみたいような、そういった使い方、あと色もあ

りましたね。例えば、大手印刷の会社ですと、例

えばピンクだったら、何番とかどうのこうのって

あるんですけれども、そういったシンボルマーク

について規制はないのか、そこも改めてお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） シンボルマークにつき

ましては、市民からの募集をいたしまして、決定

をしたという経緯がございますので、色等につき

まして、すべてきっかりとした何番の色を使わな

ければだめだというようなことではなくて、それ

様の色であれば、ぜひともそのような、10周年の

市民から提案いただいたそのような形でのものを

使っていただけばというふうには思っております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） これはちょっと市長にもお

願いしたいんですが、できればシールとかマグネ

ット、垂れ幕、来年の１月１日から再来年の３月

30日ぐらいまでは、もう思い切り合併10周年とい

う形で、全てにおいて10周年というふうな形で事

業を進めてもらえばと思うんですね。「おはよ

う」のかわりに「10周年」。ああ、何だって、那

須塩原市が10周年だと。 

  この10周年は、私ども聞いている中では、栃木

県で一番最初に合併をしたというのもありますん

で、できればそういう形で精いっぱいＰＲをして

もらいたい。内外的にしっかりＰＲをしてもらっ

て、これから先の指針を決めてもらいたいと思い

ます。 
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  それで、⑶については再質問をしませんが、要

望いたします。 

  合併10周年記念事業を通し、今後本市の目指す

べき将来の方向性については、本市ゆかりの著名

人を活用し、本市の魅力を広く国内外にＰＲをし

てもらいたいと思います。サッカーの原博実さん、

陸上の渋井陽子さん、野球でいえば相馬剛議員、

女優の平山あやさん、Ｕ字工事の福田薫さん、フ

ランス料理の井上静男さんなど、本市にもたくさ

んの著名人がいらっしゃいます。また、本市にゆ

かりのある人たちもたくさんいらっしゃいますの

で、ぜひ親善大使のような感じで活用してもらえ

ば、ますます本市の魅力が伝わることだと思いま

す。 

  また、市の庁内体制も、企画部が中心でいいと

思いますが、ぜひ「那須塩原市に生まれてよかっ

た、住んでよかった」と実感のできるまちにして

もらいたいと思います。 

  職員一人一人の意識の啓発にも積極的に取り組

んでもらいたいと思います。 

  例えば、ゴルフでティーグラウンドに立ち、ド

ライバーで目的方向に向かって打とうとするとき

に、市長、打ちたいときにどこに合わせますか。

250ヤード先を見て打つプレーヤーはいないと思

います。250ヤード方向から自分に向かって線を

引くイメージでボールに合わせ、そして30cmくら

いのところに目標を置く。ボウリングでいえばス

パッツと同じだと思います。 

  ボウリングでも、ピンを見て投げている人に割

りとうまい人はいません。それと同じです。ゴル

フも、ドライバーのヘッドのフェースを目標の

30cm先に合わせ、職員の中にもゴルフのうまい方

がいますが、例えばこういうふうに入るのか、こ

ういうふうに入るのか。僕はスライス打ちなので、

こういうふうに入るタイプではありますが、その

辺の合わせ方もしっかり合わせて、そして振り抜

いてもらいたいと思います。 

  市長にはぜひ将来の那須塩原市の目指すべき方

向にしっかりフェースを合わせていただきたく思

います。そして、部長には一気に勇気を持って振

り抜いてもらいたいと思います。 

  ぜひ合併10周年がこれから本市にとって、新た

な未来の先駆けになればと思っています。 

  市長、フェースだけはしっかり合わせてくださ

い。私のゴルフのように、打ってみなければわか

らない、行き先はボールに聞いてくれでは、取り

返しがつきません。 

  ご清聴ありがとうございました。これで私の市

政一般質問を終わります。 

○議長（中村芳隆君） 以上で７番、櫻田貴久君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 18番、金子哲也、一般質

問を行います。 

  １つ、国際交流と外国人の受け入れの現状と今

後の進め方について。 

  国際化の波が急速に押し寄せてきている昨今、

国内外のニュースが毎日同時に報じられ、茶の間

に映し出されるのが当たり前になってきています。

そして、我々の生活の中においても、世界じゅう

の商品が所狭しと並び、また外国人の在住数も急

速にふえつつあります。生活様式等も国際化が進

んでいます。しかし、その反面、国際化に対する

対応や順応がなかなかできていない状況ではない

かと言えます。すなわち、国際交流の感覚が身に

ついてきていないのが実情です。 
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  これから国際化の現象はますます速いテンポで

進むであろうと予想されます。今、那須塩原市も

まちおこし、定住促進に力を注いでいるときだけ

に、この問題もないがしろにするわけにはいきま

せん。国際化の対応におくれぎみの本市にとって

は、緊急な対策が必要と思われますので、次の点

について伺います。 

  ⑴国際交流についての市の基本的な姿勢と考え

を伺います。 

  ⑵市内在住外国人を地域で受け入れるための対

応と取り組みについて、また今後の進め方をお伺

いいたします。 

  ⑶国際交流員の活動状況と今後の取り組みにつ

いてお伺いします。 

  ⑷国際交流へのＡＬＴの活用についてお伺いし

ます。 

  ⑸那須塩原市の海外都市産業交流促進事業、こ

こに那須塩原市と交流を入れてもらいたいんです

が、那須塩原市海外都市産業交流促進事業に対す

る国際交流のかかわりについてお伺いします。 

  ⑹国際交流を進める上で、那須塩原市には国際

交流課が必要であると思うが、所見をお伺いいた

します。 

  ⑺姉妹都市締結予定であるリンツ市を訪問する

に当たって、改めて抱負をお聞かせください。 

  ⑻中学生によるリンツ市派遣交流、またリンツ

市からの学生受け入れについて、現状と今後の計

画をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 金子議員の質問にお答え

いたします。 

  これ、全部国際交流なんで、ちょっと私、直接

答えなければならないようなところをみんなで協

議しましたら、１番と７番について、冒頭私から

答弁をさせていただきます。 

  国際交流と外国人受け入れの現状と今後の進め

方についてでございますが、市の基本的な姿勢と

考えについてとリンツ市訪問に当たっての抱負に

ついてお答えいたします。 

  まず⑴番の市の基本的な姿勢と考え方でござい

ますが、本市における国際交流施策につきまして

は、第１次那須塩原市総合計画後期基本計画、基

本施策の１つに「国際交流の促進」として掲げて

おり、「多文化共生の地域づくり」、「国際化に

対応できる地域産業の促進」、「国際感覚豊かな

人材の育成」など、さまざまな視点から「市にお

ける国際交流」に取り組んで、そういう視点から

「市における国際交流」に取り組んでおります。 

  今後も社会のグローバル化に対応しながら、那

須塩原市にふさわしい形で国際交流を推進してゆ

きたいと思います。 

  次に、リンツ市訪問に当たっての抱負でござい

ますが、これは金子議員、５月に10日間、これ、

お願いしたわけでないのに、先回りしてリンツ市

長とか、みんなもう私どもの行くところを歩いて

いただいて、これはこれで感謝をしたいと思いま

す。多分、行っても、スムーズに話が進むのでは

ないかと期待をさせていただきます。 

  オーストリア・リンツ市で開催されます「国際

ブルックナー音楽祭」のオープニングセレモニー

への招待を受け、来る９月11日から16日までの６

日間、私と議長で訪問いたします。 

  訪問では、同市長であるクラウス・ルーガー氏

との面談をも予定しており、その中において、姉

妹都市提携に向けた両市の意思確認と今後の締結

に向けたスケジュールについて調整を行ってまい

ります。 

  あわせて、この発端となりましたのは、オース
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トリアの大使館が間に入っておりまして、これま

での連絡調整等につきましてもお骨折りをいただ

いておりましたので、大使との面会の予定も、一

緒に今回させていただいております。 

  リンツ市とは、平成17年の合併以来、「中学生

の海外派遣事業」を通して交流を続けてきたとこ

ろでありますが、今回、姉妹都市締結の運びにな

れば、本市にとって初めての海外の姉妹都市誕生

であり、国際交流の新たな一歩を刻むものとして、

国際化の推進につながることを大いに期待して訪

問をさせていただきたいと思っています。 

  以上、私からの答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆君） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 私からは、⑵、⑶及び

⑹についてお答えをいたします。 

  まず初めに、⑵の市内在住外国人を地域で受け

入れるための対応と取り組みについてお答えいた

します。 

  在住外国人によっては、言葉の問題や生活文化

の違いから、地域社会にうまく溶け込めず、地域

で孤立してしまったり、同郷の者だけでコミュニ

ティを形成してしまったりするなど、さまざまな

不安や問題を抱えながら生活しているものと思わ

れます。 

  こうした不安や問題を解決するためには、在住

外国人に対する語学や生活面のサポート体制の構

築に加え、異文化に触れることや異文化との相互

理解がとても大切であると認識をしております。 

  そのため、本市では、外国人生活相談窓口の開

設を初め、多言語による生活ガイドブックの作成、

市国際交流協会との連携による日本語教室の開講

や外国人との交流イベントの実施などに取り組ん

でおります。 

  今後もさまざまな取り組みを通じて、在住外国

人が地域社会の一員として生活しやすい環境づく

り・地域づくりに努めてまいります。 

  次に、⑶の国際交流員の活動状況と今後の取り

組みについてお答えをいたします。 

  国際交流員については、昨年度の７月末に本市

へ着任以来、１年が過ぎましたが、その間、「Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋ」や「なすしおばらｇｒｅｅｎＦ

Ｍ」を活用した情報の発信や定期的なフランス語

講座の開設、市国際交流協会設立20周年記念事業

や県立黒磯南高等学校創立記念日でのフランス文

化に関する講演、小学校や児童クラブでの子ども

たちとの交流など、各種団体との協力連携のもと、

たくさんの方々と触れ合いながら、さまざまな活

動に従事してまいりました。 

  これからもさまざまな機会を通じて、市民との

交流を大切にしながら、那須塩原市における国際

交流の充実発展にも取り組んでいただきたいとい

うふうに考えております。 

  最後に、⑹の国際交流課の新設についてお答え

をいたします。 

  現在、国際交流の業務につきましては、その主

管を企画部市民協働推進課が担い、各施策の実施

につきましては、各担当部署が行っております。 

  2020年には東京オリンピックの開催も決まって

おりまして、また産業のグローバル化も進展して

いることなどから、今後ますます国際化の流れは

加速するものと思われますが、新たに国際交流課

を設置することに関しましては、これからの研究

課題とさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 私のほうからは、⑷の

国際交流へのＡＬＴの活用、それから⑻の中学生

によるリンツ市派遣交流、このご質問にお答えし

たいと思います。 

  まず、⑷の国際交流へのＡＬＴの活用について
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でございますけれども、国際交流につきましては、

各小中学校における授業や学校行事等におきまし

て、ＡＬＴを活用しながら、児童生徒の国際感覚

を磨く教育活動を積極的に取り入れるように、学

校に対して指導・助言をしているところでござい

ます。 

  また、公民館や幼稚園・保育園での活動等、Ａ

ＬＴの活動の場を地域にも広げることで、市民が

気軽に英語や異文化に触れる機会を設け、生涯学

習的な観点から、本市の全体の国際理解教育を充

実させていければと、このように考えております。 

  次に、⑻の中学生によるリンツ市との派遣交流、

またリンツ市からの中学生の受け入れにつきまし

てお答えをいたします。 

  リンツ市にありますリサ・インターナショナル

スクールへの生徒の派遣は、ことしで８年目を向

かえます。平成21年度からは相互交流となりまし

て、今年度は５月に８名の生徒を受け入れ、10月

には私どものほうから36名の生徒をリンツ市に派

遣する予定となっております。 

  今年度から派遣期間を１日延長しまして、10日

間とさせていただきました。今後も活動内容を充

実・発展させながら、中学生海外派遣事業を継続

的に実施をし、これからの社会に生きるために必

要な国際感覚を身につけ、将来的に本市の発展に

寄与できる人材の育成に努めてまいりたいと、こ

のように考えております。 

○議長（中村芳隆君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 最後に、私からは

⑸について答弁させていただきたいと思います。 

  那須塩原市海外都市産業交流促進事業は、海外

における交流活動を通じた本市産業観光の活性化

と経済のグローバル化に対応するリーダーの養成

を目的といたしまして、平成24年度から実施して

いるところでございます。これまでに商工会や観

光協会、旅館組合等の関係者を中心に、延べ23名

がフランスでの視察研修を行ったということでご

ざいます。 

  今後も、関係団体との連携を図りながら、産業

観光分野の活性化と国際交流の推進につなげてい

ただければというふうに考えているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。午後１時、会議を再

開いたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 再質問を行います。 

  まず、１番、国際交流についての市の基本的な

姿勢と考えを伺うということで、国際交流という

こともいろいろ意味があって、一般的には人種や

国籍、言語や習慣、歴史や文化の違いなどで、そ

れを乗り越えて、お互いを理解し合い、交流する

ということだと思います。大切なのは、その違い

を認めて、その違いをお互い理解し、認め合うこ

と、お互い異文化を学び合うこと、そして人間と

しての視野を広めることだと思います。この基本

をしっかりと認識して、それをこれからの那須塩

原市のためにどう育て、どう生かしていくか、そ

れがこれからの課題であると思います。 

  これを踏まえて、我が那須塩原市の国際交流が

どれだけ重要な部署になるか、つまりどれだけ重

要なセクションにしていくか、どれだけ力を入れ
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ていく気があるか、どれだけ行政が仕掛けづくり

をしていく気があるのか、その意気込みが今、問

われています。その意気込みをお伺いしたいと思

います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 国際交流にかける意気

込みということでございますけれども、先日来の

答弁、きのうの答弁の中でも、ＡＬＴの配置とい

うことで、英語教育を重点にということで、これ

も国際化への大きな取り組みだというふうに思っ

ております。 

  また、国際交流員も昨年から配置して、さまざ

まな取り組みをしていただいているということで、

市として、全体としても、国際交流ということに

さまざまな取り組みを行っているというところで

ございます。 

  まずは国際感覚豊かな人材の育成、多文化共生

の地域づくり、国際社会への対応できる地域産業

の促進というような視点から、取り組みを進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 人材育成をしていくとい

うことで、ぜひその取り組みをお願いしたいと思

います。 

  これについては、執行部の執行者の意気込みが

大いにかかわってくると思われるので、その点は

ぜひよろしくお願いいたします。 

  次に、⑵に移ります。 

  市内在住外国人を地域で受け入れるための対応

と取り組み、また今後の進め方をということで、

⑵の再質問いたします。 

  先日、私はこの庁舎の玄関を入って、受付で尋

ねました。実は私は今、アジアの国から那須塩原

市に来たばかりで、何もわからないんですけれど

も、どこへ相談に行ったらいいですかと聞きまし

た。あちこち連絡して調べてくれたんですが、結

局わからなくて、市民課の窓口で聞いてください

ということで、市民課の窓口へ行ったんですが、

やはり市民課の窓口でも同じことを尋ねたら、や

っぱり二、三電話をしてくれて、その結果、西那

須野支所の２階に相談コーナーがあるんで、そこ

へ行ってくださいということで、今度は西那須野

支所へ行きました。 

  西那須野支所で１階のやっぱり市民課のところ

で聞いたら、２階に相談コーナーがあるのでと、

さすがにすぐに２階を案内してくれました。それ

で、２階へ行ったんですが、その相談コーナーは

その日は休みで、金曜日の９時から４時までと、

その時間なら来ていますよというので、金曜日に

また行ってきました。そうしたら、２人の相談員

がいました。 

  そこで伺いますが、これは協働のまちづくり室

のセクションになっているのですか、お伺いしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 西那須野庁舎２階で行

っている外国人の相談の窓口の業務は、市民協働

推進課の業務でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） そして、その相談すると

ころは、本庁舎にはないんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 相談の専門の窓口につ

きましては、西那須庁舎の２階の窓口ということ

で、そのほか、さまざまな簡単な相談等はそれぞ

れのセクションの中で受けられるというふうには

思っております。 
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○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 一般的には、そういう相

談というのは、どのように受け入れているのか、

どのように対処しているのかをお伺いしたいと思

います。 

  それから、相談件数が、そういうことでどのく

らいあるのかお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 日常の中での相談、生

活のいろいろな相談は、それぞれのセクションで

行っておりまして、窓口にもタブレットの端末を

配置しまして、外国人の対応、外国語対応もでき

るような、そんな取り組みをしているところでご

ざいます。 

  また、外国人の相談の件数ということになるわ

けですけれども、昨年度の実績で申し上げれば、

合計で132件の相談がございました。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 132件という相談があっ

たということで、これは非常に少ないなという感

じがしますね。 

  それはともかく、例えばよくブラジル人が集ま

る場所とか中国人が集まる場所などがあると聞い

ております。そういうのは把握しているでしょう

か。 

  そしてまた、外国人が集まる場所、集まれる場

所は、当市にはそういう場所があるのでしょうか。

そして、その必要性は考えていますか、お伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 外国人が集える場所と

いうことでございますけれども、具体的に個々の

外国人がどういう場所に集まっているかというこ

とにつきましては、申しわけございませんが把握

してございません。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 把握してないということ

なんですが、やはりこれは外国人がこれだけ、那

須塩原市で1,800人からいるということなので、

そういうこともやはり国際交流という観点から、

把握する必要があるんじゃないかというふうに思

います。 

  そしてまた、そういう集まりやすい場所を逆に

提供するということも今後考えていかなくてはな

らないんじゃないかというふうに思われます。 

  また、ちょっと観点を変えます。日本に来て、

まだ日本語の話せない外国人に対して、日本語教

室がどういうふうに行われているかお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 日本語教室の開催につ

きましては、国際交流協会のほうでお願いをして

いるというものと、民間の方が自主的に行ってい

ただいていると、二通りで実施されているという

ことで認識しております。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） もし具体的にどこでどう

いうのが行われて、それから例えば何曜日に、週

に１回とか週に２回とか、そういうのがわかりま

したら、具体的な数字がわかりましたら、お願い

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 具体的な活動の状況に

関しての資料を今ちょっと持ち合わせておりませ

んので、後ほどお答えをさせていただきたいと思

います。 
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○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） それでは、私が個人的に

ちょっと聞いたところ、これ、正確ではないんで

すけれども、日本語を教えているところがあると

いうことで、１つは、いきふれで木曜日に教えて

いるそうです。それから、三島公民館が土曜日の

２時から教えているということで、それから東那

須野公民館が火曜日の夜７時から教えている。そ

れから、西那須野公民館が親子日本語教室という

ことで、紙ふうせんというグループというか、そ

の人たちが教えているということなんですけれど

も、生徒がですね、もう本当は生徒どのぐらいい

るのか聞きたいんですけれども、生徒が例えば１

人ぐらいしかいないとか、本当に生徒が少ないら

しいんですね。これは一体何なんでしょうという

ことなんですけれども、これは結局、もう学習者

が少ないということと、勉強の時間が非常に少な

いということと、それから教室に魅力がないんだ

ということを言ってくる人がいるんですね。そう

いうことで、何とかそういうところももう少し力

を入れて、みんなでサポートするような、そうい

うことが必要なんじゃないかと思いますので、こ

れはそういうことで次へ行きますが、こういうの

に対しての予算とか報酬とか、そういうものが幾

らかでもつくのかどうか、それをお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 市民協働のまちづくり

支援事業という中で、日本語教室の支援というも

のを行って、間接的でございますけれども、補助

金という形で行っております。 

  また、国際交流協会に対しても、補助金という

形で補助をしているという状況でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 少しでもそういう補助が

出るということはうれしいことです。 

  その辺のところも、今後いろいろ検討してもら

いたいと思いますけれども、果たして今のこうい

う状況、本当にこれでいいのか。本当に在住外国

人がどういうふうな状態でいるのか本当に把握し

ているのかどうか、まずそれが大きな問題だと思

います。 

  例えば、外国人住民のマップのようなものが果

たしてあるのかどうか。それから、民間企業の就

労状況の把握とか、それから国際交流協会との関

係、協会の活動状況などがどうなっているのか。

この国際交流協会との関係については、ちょっと

答弁をお願いしたいと思いますが、大田原市では

ネパールに日本語学校をつくって続けているとい

うことを聞いていますけれども、那須塩原市では

国際交流協会とどんなことをやっているのかお伺

いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 国際交流協会につきま

しては、自主的な活動を種々されているというこ

とで認識をしているところでございまして、先ほ

ど言いました日本語の教室、これ、先ほど答弁保

留しておりましたけれども、いきいきふれあいセ

ンター、また東那須野公民館で実施をしてござい

ます。 

  また、イングリッシュキャンプ、また日本語の

指導者の養成講座、国際交流セミナー等々の事業

を行っているということで認識をしております。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 実は私もあんまり国際交

流協会にかかわってこなくて、先週、国際交流協

会に入れてもらったばっかりなんですけれども、

まだ実態がちょっとわかってないんですけれども、
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国際交流協会の事務局は役所内にあるということ

も聞いていますし、そういうところで、少しその

辺のところをしっかりとつかんで、ただあいまい

なまま進んでいるんじゃなくて、ちゃんとした国

際交流関係を保つようなことをしていかなくては

いけないんじゃないかというふうに考えています。 

  外国語の問題もそうです。子どもたちが日本語

がしゃべれなくて、そして小学校なんかへ行くん

だけれども、小学校で言葉が通じなくて、そして

いじめに遭って、そして学校へ行かなくなってし

まうというケースもしばしばあるらしいんですね。 

  そういうことで、やはりちゃんとした言葉の訓

練をするようなシステムをつくっていかないと、

今後、そういう子どもたちがどうしても悪いほう

へ悪いほうへ進んでいってしまうという傾向にあ

るらしいんで、那須塩原市自体の問題にもなって

きますので、その辺のところをもう少ししっかり

とつかまえていかなくてはいけないんじゃないか

というふうに考えます。 

  その外国語の問題、それから子どもの育成、そ

れから青少年の育成、それから外国人の労働問題、

女性問題、それから協働でやるイベント問題、こ

ういうものがたくさんあるわけで、これらについ

て、協働のまちづくり室がどうかかわっているか、

その辺のところをもうちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 国際交流関係、主管と

して市民協働推進課が担っているわけでございま

すけれども、各課等で行われる国際交流関係の事

業の掌握、また国際交流協会の事務所的なところ

を現在のところ行っておりまして、また国際交流

員の業務を市民協働推進課で担っているというふ

うなことで、さまざまな国際交流に関する事業を

担っている部署でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） こういうさまざまな問題

が本当に社会、ちまたで問題があるわけで、それ

を本当にこれからこのままでいいのかという心配

が非常にあちこちから聞こえてきます。本当に外

国人を受け入れていく、そういう体制も力を入れ

ていただきたいということで、また後で出てきま

すので、次に移ります。 

  ⑶番の国際交流員の活動状況と今後の取り組み

についてということで、いろいろの形で国際交流

員を宣伝していると。それから、フランス語講座

とか講演とか、国際交流員がまちの中で活躍して

くれているという答弁がありましたけれども、国

際交流員の活動状況、昨年から国際交流員をフラ

ンスから招いたことは、当市の国際感覚からする

と、本当に革命に近いような大きな変動だと本当

に喜んでいるわけですけれども、ただ、突然の人

事だっただけに、準備体制が整ってなかったんじ

ゃないかなと。心構えができてなくて、何をどう

するかは手探りの状態に見えてきますね。 

  ただ、国際交流員は何のために、誰のために呼

んだのかという基本的な目的を踏まえて活動をし

なくてはならないのかなと思っております。 

  当然ながら、市民との交流による国際交流感覚

のレベルアップが大きな目的となってくると思わ

れます。市民との触れ合いが今の状況では最も重

要な一つと思われます。しかしながら、残念なの

は、昨年の産業文化祭には出てきていません。開

こん記念祭にも姿を見せていません。大勢の市民

が集まる多くのイベントに顔を見せないのはなぜ

なのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 国際交流員の活動とい

う中で、行政の非常勤特別職としての業務という
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中で、国際交流に関する推進にかかわる業務だろ

うと思いますし、またそのほか個人的な関係での

いろいろな市民との取り組みというのは、それは

それでやっていただいて結構だと思いますけれど

も、やはり非常勤特別職として与えられた業務に

つきましては、ある程度制限も出てくるだろうと

いうふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 実は、つい最近のことし

のふれあいまつりの際には、西那須野観光協会の

ほうから、ぜひ国際交流員を呼んで欲しい、そし

て少しでも盛り上げたいんだと、そして直接議員

である私にそういう要請がありましたので、協働

のまちづくり室にかけ合ったのですが、ふれあい

まつり実行委員会からの国際交流の要請がなけれ

ば出せませんよと拒否されました。 

  そこで、実行委員会の事務局に２日もかけて頼

み込んだのですが、とうとううんと言わずに、拒

否されてしまいました。それで、もう私もどうし

ようもないので、市長室へ言って、５分だけちょ

っと忙しいのにあけてくれということで、秘書課

で頼んで、泣きついたのですが、市長は「一体何

をやっているんだ」とは言ってくれたんですが、

結局は出してはもらえない結果になってしまいま

した。なぜふれあいまつりに出ることが国際交流

にならないのか、私には全く理解できません。 

  仕方なく私は個人的にアリス・パッキエさんに

ふれあいまつりに来てもらって、そして何と議長

が許可してくれたもんですから、議員団の中で踊

ってもらったわけです。本当に悔しい思いをしま

した。なぜ公の形でまちの行事に参加できないの

か、参加させない理由をお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 参加させない理由とい

いますと、先ほど申し上げましたとおり、非常勤

特別職としての役割を担っていただいているわけ

ですので、職員があそこへ出る場合も、一般の職

員も出る場合にも、仕事として出るのか、ボラン

ティアとして出るのか、一般市民として出るのか

というところの区分けというのはあるわけでして、

実行委員会からの要請もなかったということで、

業務としては成り立たないという判断はされたの

だと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 全く残念ですね。まだ市

民の間では、アリス・パッキエ国際交流員につい

てほとんど知られてないんですよ。特に、西那須

のほうでは知られていません。市民から見たら、

ほとんどの人が大きなイベントにはぜひ顔を見せ

てほしいと思うんですよね。そして、それは顔を

見せるだけじゃなくて、ああ、あのとき踊ってい

ましたねとか、あのとき壇上で紹介されましたね

とか、そういうことで近づきもできるし、あいさ

つもできるし、非常に身近に感じてくれるように

なるわけですね。なぜ祭りやイベントに出さない

のか、私には全く理解ができません。黒磯の盆踊

りにも呼ばれてないんですよね。本当に残念で仕

方ありません。 

  国際交流員のアリス・パッキエさんは、単に国

際交流員にとどまらず、個人的にもすごい能力と

いうか、才能を持っている人で、例えばフランス

のチーズに関するノウハウ、それからワインにつ

いての見識などもすごいものを持っています。こ

れらの腕前をまちのためにどんどん発揮させても

らうことが物すごくまちのためになると思うんで

すね。ほかにもたくさんの才能を持っています。

まさにマルチアビリティー、これを活用してもら

うべきだと私は思います。 
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  那須塩原市のチーズづくりやワインづくり、今、

一生懸命やっているわけですけれども、それには

手伝ってもらったら、物すごく役立つはずなので

すが、一切それにはやらせてもらえないんですね。

もしかしてアリス・パッキエさんの能力とか才能

を見抜けていないんじゃないかというふうに疑っ

てしまいますね。ただの外国人だと思っているん

じゃないですか。もっと那須塩原市のために能力

を発揮してもらおうじゃないですか。どうなんで

すか。どんどん外へ出てもらってはいけないんで

しょうか。お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 先ほどから何度も申し

上げていますが、非常勤特別職としての役割とそ

のほかの業務は分けなければならないだろうとい

うふうには思います。何でも出てもらえばいいと

いうことではなくて、やはり与えられた、決めら

れた業務について、非常勤特別職として仕事を行

っていただくということが原則だろうと思います

ので、本人が個人的にいろいろなところへ参加さ

れるということについては、それはそれで制限は

しませんけれども、いろいろな部署で国際交流に

係る業務について依頼というのもございますので、

そういうところには積極的に参加をしていただい

ているという状況でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 非常勤特別職だから、や

らないんだということですけれども、いや、それ

はちょっとおかしいんじゃないかな。一応そうい

うことで聞いておきます。 

  そして、じゃそうかといって、じゃ今、アリス

さんが今の仕事で非常に忙しくて、そんなやって

いる暇がないかというと、私のほうからはそうは

見えないんですね。アリス・パッキエさん、国際

交流員のスケジュールを簡単に教えていただけま

せんか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 国際交流員のスケジュ

ールについて、今、持ち合わせがございませんの

で、申しわけございませんが、後ほど、概要とい

いますか、個人的なところもあろうかと思います

ので、業務としてどういうものがあるか、後ほど

お示しをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） わかりました。じゃ、そ

の項は一たん終わりにします。 

  ４番のＡＬＴの活用についてということで、こ

れについては、昨日、鈴木議員の質問の答弁の中

で、イングリッシュサマースクールとか、それか

ら幼稚園、保育園、児童クラブ、公民館等のこと、

そしてグローバルコミュニケーションと大活躍を

してくれているようで、今までのＡＬＴから、今

度は新しいＡＬＴに変わってきたことをすごいな

というふうに確認しております。 

  これからもぜひ教育委員会と、教育委員会だけ

がということじゃなくて、一緒に、協働のまちづ

くり室が一緒に協力して、そういうものを活動し

ていってほしいなというふうに思います。 

  ぜひ、なかなか教育委員会だけでやっていて、

そして協働のまちづくりのほうはタッチしないと

か、そういう感じが見受けられるんですよね。そ

ういうことじゃなくて、先ほどの産業観光のほう

の仕事にしても、やはり一緒になって、実際に一

緒に行かなくても、情報をもらったり、それから

一緒になって検討していくことがまちづくりには

非常に必要だと思うんですね。 

  ついでに、リンツ市ではそういうことがないん

だそうです。３つも４つの部門がいつも一緒に協
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力して当たるのだそうです。部門間の壁というの

は一切ないんだということを強調していましたけ

れども、そういうところにも学ぶところがあるな

ということで、ＡＬＴについては非常にありがた

いなというふうに考えております。 

  次に、５番目の那須塩原市海外都市産業交流促

進事業に対する国際交流のかかわりについて、こ

れについては、ことしもその予定が入っていると

いうことで、フランスへ視察に行くということで

しょうが、それについては、これからは海外と産

業や観光、経済面での国際的な流通とか交流とか

研修がますます多くなると思われるんですね。そ

れらについても、ぜひ協働のまちづくり室がそう

いうものを把握して、十分な情報交換をして、助

け合っていくような、そういう協力体制が非常に

必要だと思われます。 

  一昨年から本当に海外産業交流事業ということ

で、フランスのパリ、ビッシー、そしてリヨン、

農業や観光を中心に行われているわけですけれど

も、その後、我々も帰国報告を泊まりがけでお聞

きしました。いろいろな面ですばらしい成果を上

げ始めているようですが、それはそれとして、市

民協働推進課のほうでも、海外派遣というめった

にない国際交流のチャンスなんですから、それに

対してどのようにかかわっていくか、それをぜひ

考えていってもらいたい。 

  国際交流に関しては、外国人の受け入れ体制と

同時に、積極的に外に対する働きかけ、そういう

ものも大切だと思っています。国際交流の輪を広

げて、情報や知識はもとより、人と人との実質的

な交流に結びつけるような環境づくりにつないで

いくべきと考えるのです。壁をつくることなく、

一緒に国際交流につないでいくような協力体制、

これを行えればいいなと考えております。 

  昨年は交流員でありますアリス・パッキエ氏も

同行したわけですから、それならなおさら単に産

業観光部の派遣にとどまることなく、協働のまち

づくり室としても関係してもよいのではないかと

思います。 

  これからは、上海のインバウンド拠点である事

務所があったり、アメリカ、それからフランス、

デンマーク、スイス、ドイツなどとも数年の間に

いろいろな面でつながりができてくると予想され

ています。早くそうしなければ、遅れをとると思

われますので、今や近隣のまちと競争する時代で

はなくて、世界の都市と競って、世界の都市と競

合していくところまで来ていると思いますので、

どうぞその辺をよく考えていってもらいたいと思

います。 

  そこで、６番に移ります。 

  ⑹は、国際交流を進める上で、那須塩原市には

国際交流課が必要であると思うということで、先

日、総務企画常任委員会が長岡市を訪問して、国

際交流の取り組みについて研修をしてきました。

私は行ってないんですけれども、その報告書と参

考資料を見せていただいたんですが、ここでちょ

っと紹介させていただきます。 

  長岡市の人口は28万、那須塩原市は11万5,000

ぐらいですね。そして、外国人の数が長岡が

2,100人、那須塩原市は1,800人、100人当たりの

外国人人口が長岡が0.75人、那須塩原市は1.56人

なんですね。長岡市より100人当たりの外国人は

倍以上になりますね。 

  そういう中で、長岡市は国際交流課があります。

もう一つ、それと一緒に国際交流センターがあり

ます。外国人の自立支援のために、言語支援、そ

れから生活相談、交流イベントを行っています。

しかも、多言語情報紙を毎月発行しているんです

ね。そして、外国籍児童相談とか外国の子どもの

育成、外国人青少年育成、外国人の労働、それか
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ら女性問題、それから協働イベント、そういうも

のに手厚く対策を尽くしています。国際交流協会

とも連携していますね。 

  そして、海外訪問事業ということで、中学１年

生をホノルル、ハワイのホノルルへ派遣していま

す。それから、中学２年生はアメリカのフォート

ワースに派遣していますね。それから、高校生は

やはりアメリカのフォートワースに派遣しており

ます。 

  そのほか、ＮＰＯ、ＮＧＯ、市民団体との連携、

イベントの企画、連携、それから行政とボランテ

ィアが協働して非常に活動していますね。 

  そのほかに、地球市民の会という、会員が180

人ほどいるそうですけれども、その会が非常にバ

ックアップしていると。そして、それも市の事務

局が主導しているということで、何と補助金が

3,600万円も出ていますね。それ以外に合計では

4,800万円に上るそうです。 

  それで、長岡の国際交流課がどうなっているか

というと、正規職員、課長１名、課長補佐２名、

係長２名、臨時職員が２名、合計７名ですね。そ

れから、国際交流センターのほうは、センター長

が１名、それから正規職員２名、嘱託職員５名、

臨時職員１名と。そうすると、16名になるんです

ね、合計ね。そのほかに長岡市国際交流協会職員

として３名が姉妹都市交流関係業務というのを担

当しているそうです。３名が担当しているという

ことで、これはすごいですね。合計19名になりま

すね。本当にすごいなと思いました。 

  そして、それについての担当事務分担表が、国

際交流課のほうでは26にわたって行われているん

ですね。翻訳とか、日米友好のきずな特別記念事

業とか、青年海外協力隊に関することとか、世界

めぐり関係、姉妹友好都市以外との交流事業支援

ですね。それから、子育て応援プランとか、海外

派遣生選考試験とか、いろいろやっていますね。 

  それと、また国際交流センターのほうでは、30

項目にわたっていろいろの行事をやっているんで

すね。同じようなもので、例えばアフリカフェス

タだとか、いろいろ、ちょっと違ったあれをやっ

ていますね。 

  那須塩原市と比較しても、もうとても比較にな

らないんですけれども、那須塩原市の場合は、市

民協働推進課があって、その下に男女共同参画と

統計係と、そしてもう一つ、協働のまちづくり室

があるわけですけれども、そして協働まちづくり

室の中で８つの事務分担があって、そしてその８

つの事務分担、例えば車座談議に関することとか

ＮＰＯ法人に関することとか、いろいろその８つ

ある中の最期に国際交流に関することというのが

入っているわけで、本当に長岡市とは格段の相違

があるので、これまで到達しなさいということじ

ゃないんだけれども、やはりこれは非常に参考に

するべきものがあるというふうに思います。 

  それで、一目瞭然、これは比較にならないわけ

ですけれども、今までは当市もそれで済んでいた

わけですけれども、これから定住促進を進める当

市としては、このままでは、何だ、かけ声だけで

はないかということにもなりかねませんよね。早

急に独立した国際交流課を新設してほしいと思い

ます。 

  住みよさランキングも、国際交流の項目が入っ

てきたら、どどどどっとランクが下がってしまう

んじゃないかという心配もあります。今のところ

国際交流の項目は多分入っていないみたいなんで、

市長もリンツ市から帰ってきてから、その必要性

をぜひ考えていただきたい。 

  今こそ世界に羽ばたこうではありませんか。那

須塩原市に国際交流課が早急に必要であることは

間違いありません。今までの協働のまちづくり室
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だけではどうにもならないと思うんですね。ぜひ、

これはもう答弁は要りません。 

  次に、７番、姉妹都市締結予定であるリンツ市

を訪問するに当たってということで、先ほど市長

のほうから答弁がありました。 

  このリンツ市との姉妹締結、この爆弾宣言を聞

いて以来、えっ、私は生きていてよかったなと、

議員でいてよかったなという思いが、本当に驚き

とうれしさの中でいっぱいになりました。 

  それはなぜか。それは、リンツのまちがそれほ

どすばらしいまちだからです。このまちと交流す

ることによって、今後どれだけこの那須塩原市の

レベルを上げることができるか、本当に楽しみだ

からです。定住促進の原動力の一つになり得るこ

と受け合いです。 

  そんなことで、私はいても立ってもいられなく

て、５月に単独リンツ視察に出かけてきました。

その結果は６月議会でも報告したとおり、予想を

超えるすばらしい収穫でした。 

  ですから、ぜひとも市長と議長が本物のまちを

見て、しっかりと友好のきずなを結んで、両市を

太いパイプで結ぶことを心から期待しております。 

  それで、ここでちょっと聞きたいのは、姉妹都

市調印式の目安はいつごろかわかるのでしょうか。

ちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 来週、市長と議長に行

っていただいて、姉妹都市に関して具体的な話を

されるという予定でございまして、姉妹都市提携

ということで方向性が決まれば、では締結をいつ

にするかということになるわけですけれども、本

市としては、来年10周年ということでございます

ので、10周年の記念に沿って締結調印式が行われ

ればというふうに考えておりまして、日程等につ

いても、これからリンツ市のほうと締結というこ

との方向性が決まれば、調整をしていきたいとい

うふうに思います。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 時間がないので急ぎます。 

  一部の人たちだけのリンツ交流にしたくないん

ですね。那須塩原市民とリンツ市民が心の通う温

かい市民交流にしていきたい。それは阿久津市長

がいる限り、これは夢じゃないと思っています。 

  本当に心から姉妹都市になるように力を注ぎた

い。そのために、リンツに那須塩原市の拠点づく

りをしていきたい。そこへ行けば、日本語がある

程度通じ、比較的安く泊まれ、ガイドをしてもら

えるような、リンツ市民と触れることができるよ

うな、そんな拠点づくりを市長、議長は頭に入れ

ながら、ぜひ訪問してきていただきたい。 

  そんな中で、一般市民気軽にリンツを訪問して、

たくさんすばらしい文化を学んできて、当市の文

化レベルの向上と自分たちの豊かな生活をはぐく

んでいきたい。私は、個人的には市民が1,000人

リンツに行くことを目標に掲げています。このこ

とが将来の那須塩原市にどれだけ役立つかはかり

知れないと思っています。 

  そして、リンツからも、それ相応の市民を受け

入れたいと思っています。これによって、那須塩

原市の一番弱かったところが補えて、さらに行く

行くは那須塩原市が強い那須塩原市に育っていく

ことを確信しております。 

  次に移ります。中学生のリンツ派遣について。 

  中学生のリンツ派遣は、今まで何人になったか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 那須塩原市になりまし

てから、平成17年度から続けてありまして、今年
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度、平成26年度まで含めますと、10回の派遣とな

ります。基本的には各学校の学級数に相当する人

数でございますが、トータルして、今回実施をし

ますと、351名の中学２年生がリンツ市を訪れた

というふうになります。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） すごい数になりましたね。 

  一般市民も1,000人目標ですから、頑張ってや

っていきたいと思います。 

  それで、報告会をもっと一般の市民にも宣伝し

て、聞いてもらうように、これ、ぜひやってもら

いたいんですね。もったいないですよ、あんなす

ばらしい体験をしてきて、報告をしているのを、

本当に一般市民に聞かせないのはもったいないで

すよ。 

  もう時間がないので、報告書もいいことがたく

さん書いてあって、感激して、涙が流れるような

んですけれども、この海外研修で異文化を学ぶこ

とができましたと。食事の違い、マナーの違い、

あいさつの違い、習慣の違いなど、日本文化と違

って戸惑うことも多かったけれども、日本にない

すばらしい文化や習慣がありました。そこで学ん

だことをほかの日本人に伝えて、自分一人が学ぶ

のではなくて、多くの人に学んでもらいたい。こ

の経験を学校生活だけでなく、将来に生かせるよ

うに、これからもこの研修を一生忘れずに生活し

たいという報告がありました。本当にすばらしい

中学生のリンツ派遣だと思います。 

  これで終わります。どうもありがとうございま

した。 

○議長（中村芳隆君） 以上で18番、金子哲也君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 彦 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） では、議席番号２番、鈴木

伸彦でございます。すみません、以前の番号です。

今は６番です。失礼しました。食事の後ですけれ

ども、眠気は覚めていますので。 

  では、質問させていただきます。 

  １、市内産業廃棄物処理施設の現状と湯宮地区

に計画の最終処分場について。 

  那須塩原市には多数の産廃施設が存在するが、

身近なところにつくられては困るといった単独・

個人的な反対意見ではなく、これら負の遺産を未

来の子どもたちやまちに残してはならないもので

あると考えます。 

  また、那須塩原市は水源地でもあり、地下水が

汚染されることがあれば、下流域を汚染しかねな

いという周辺地域に対する社会的責任もございま

す。 

  「産廃はもういらない」というスローガンのも

と、市民運動が平成20年のころから起きており、

その間に出された幾つかの計画において、最終処

分場についてはとまっていたかのようでありまし

た。しかしながら、また動き出しているというこ

とでありますので、そこでお伺いいたします。 

  ⑴現在、那須塩原市内に、事前協議も含め、許

可申請が出されている産業廃棄物処理施設の種類、

数等について。 

  ⑵湯宮地区最終処分場計画概要と許可手続の現

状について。 

  ⑶廃棄物の処理及び清掃に関する法律に対して、

本市の要望等の動きについてお答え願います。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君の質問に

対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 産業廃棄物処理施
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設の状況について、３点ほどご質問をいただきま

したので、順次お答えをいたします。 

  まず、⑴の現在許可申請されている産業廃棄物

処理施設の種類、数についてでありますが、現在、

市内に事前協議を含む許可申請中の産業廃棄物処

理施設は、最終処分場８カ所、中間処理施設６カ

所の計14カ所であります。 

  次に、⑵の湯宮地区最終処分計画概要と許可手

続状況でありますが、湯宮地区に計画されている

最終処分場は、神奈川県の産業廃棄物処理業者が

設置計画をしている安定型最終処分場であります。

埋立面積は２万8,370㎡、埋立容積が23万2,719㎥

で、関係地域、関係地区ですね、こちらが湯宮、

蟇沼地区となります。 

  当計画につきましては、事前協議が終了し、７

月４日付で施設設置許可申請書が県に提出されま

した。現在、県において内容審査が行われており

ますが、今後、市に対しては、計画に対する意見

照会があるものと思っております。 

  次に、⑶の廃棄物の処理及び清掃に関する法律

に対して、本市の要望等の動きの経過についてで

ありますが、国に対する要望は県を通じまして毎

年行っておりまして、本年においても、去る８月

６日に実施をしたところであります。 

  国に対する要望の主な内容といたしましては、

産業廃棄物処理施設の一地域への過度な集中を防

止するため、総量を規制する基準を廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に設けること、また産業廃

棄物の最終処分場については、将来にわたる安全

性、信頼性を確保するため、安定型最終処分場と

いう類型を廃止することを求めております。 

  県には、国に対する本要望の積極的な働きかけ

と県の指導要領の強化並びに遵守を強く求めてお

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで企画部長より発言があります。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 先ほど金子議員の質問、

保留していた分がありますので、お答えをいたし

ます。 

  日本語講座についてでございますけれども、国

際交流協会のほうでお願いしてやっている日本語

講座、先ほど言いましたけれども、いきいきふれ

あいセンターで行っているもの、昨年度実績229

名の方が受けております。また、東那須公民館で

行っているもの、226名の方が受けてございます。

また、三島公民館で日本語講座が開設されており

まして、昨年度651名の方が受けておられるとい

う実績になってございます。 

  国際交流員のスケジュールというふうなことで

ございますけれども、定期的にはフランス語講座

ということで、毎週火曜日、また「なすしおばら

ｇｒｅｅｎＦＭ」での放送への協力というのが、

水曜日ないし木曜日、定期的には入ってございま

す。 

  そのほか、スパックですね、定住促進実行部隊

にも参加していただいていまして、週１回弱の活

動がございます。 

  そのほか、今年の夏休みにおいては、児童クラ

ブの訪問とか等も行われておりまして、さまざま

のほかの部署からの依頼もあって、いろいろなと
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ころへ出席をしているというようなことで、私が

そばにいますけれども、何もしないで机に座って

いるという時間はそんなにはないというふうに見

ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  最終処分場８カ所、中間処理施設が６カ所とい

うふうにお答えいただきました。 

  ８カ所というのが最終処分場ですから、かなり

多いような気がしました。 

  それから、６カ所というのは中間処理施設とい

うことですけれども、私が特に気にしているのは、

焼却、大気汚染に影響のある焼却施設がどういう

ものなのかということで、まずその８件のほうは、

震災後で結構です。11年以降に申請のあったもの

は何件かということと、中間処理施設で焼却施設

でも、やはり新施設という意味で、11年以降何件

あったかがわかれば、お教えいただきたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） それでは、現在の

産業廃棄物の設置許可の申請、先ほど申し上げま

した14件の内訳といいますか、それをやや詳しく

申し述べたいと思います。 

  まず、最終処分場の８カ所でございますが、内

訳といたしまして、施設設置許可申請中、これが

新たに設置を計画しているのが１カ所でございま

す。事業計画の変更を計画しているのが、やはり

１カ所ということで、計２カ所ということになっ

ておりまして、事前協議中が６カ所でございます。

そのうち協議が進んでいるのが３カ所、いまだ動

きがない、いわゆる進んでないというところが３

カ所と、こういう内訳となっております。 

  また、中間処理施設の６カ所のうち、設置が許

可申請中が１カ所ございます。事前協議中が５カ

所ということで、そのうち現在、協議が進んでい

るのが２カ所、動きがないのが３カ所と、このよ

うな内訳となっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

〔「答弁漏れ」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） お尋ねの焼却施設

の話でございますが、現在のところ、焼却につい

ては申請がないものと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  最終処分場８カ所のうち、設置許可が１カ所と

変更が１カ所ということで、これは震災後、11年

という話を条件をつけて質問したわけですけれど

も、それに対しての答えではなかったんですが、

それ以前との比較、私の中にあるものですと、大

差はないと。ただ、依然８カ所という数字、この

那須塩原市において、非常に多い状況にあるとい

うことは認識したというか、確認されました。 

  また、６カ所、中間処理施設については、１カ

所許可申請が進んでいるということでありますが、

これが私のところに困ったという話は特に来てい

るわけではないですし、また大気汚染に非常に関

係の深い焼却施設ではないようなので、これにつ

いては、中間処理施設がすべて那須塩原市に悪い

かということではないので、ここについては言及

しないで、状況だけ理解したということで了解い

たしました。ありがとうございます。 

  次に、⑵に移ります。 

  この湯宮地区の最終処分場計画が今現在、進行
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中だということだと思うんですが、今、法に基づ

く申請、そうしますと、長い目というか、通常、

事前協議が終了したという手続上のことを踏まえ

て、許可までの期間というのはおよそどれくらい

と見込んでいますでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 許可までの期間の

お尋ねですが、議員ご案内のように、県のほうに

こちらはゆだねている話で、県も内容等の精査を

行い、委員会等を開き、その結果を待ってという

ことになりますので、期間等については私のほう

で言及することはできませんが、ある程度の日数

はかかるだろうと、このようには考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  私の聞いたところですと、早ければ１年ぐらい

という話もなくはないが、そちらでは言えなかっ

たんだと思うんですが、そんな話も聞き及んでお

ります。 

  その中で、先ほどこれから意見照会が来るとい

うことですが、計画の段階、それから事前協議の

段階でも、意見照会というようなものがあったと

思うんですが、それについて、市からどのような

回答を出しているかについて、お話しできればお

願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 一般的に法の要件

を備える以前の手続上の中で、そういった事前協

議の話があります。これは、基本的には全市的に

各部局にそれぞれの部の立場から意見をもらって、

それらを県のほうにつないでいくと、事前協議の

段階ですけれどもね。そういったものの集約をつ

ないでいると。おおむね環境部自体の判断として

では、当然適正な処理とか、安全確保、水質です

ね、そういったものも付記しますが、主にやはり

大型の車両とか、そういった往来に対するいわば

学校の通学路の注意とか、そういった全市的に照

会をかけた場合には、そういう意見が多いですね。

ですから、直接我々に降りかかっているものにつ

いては、当然今後、法のもとに淡々と進められる

わけですから、特に厳重な注意を払ってやってく

ださいと、そういった、要綱ですから、お願いの

域を出ないという意見でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  意見照会は、確かに行政と行政のやりとりで、

法律について、地元からの要望を聞く、意見を聞

くということだとは思うんですが、必ずしも書く

べきかどうかは別ですけれども、本市の状況を踏

まえて、当然県はわかっているわけですが、個別

事案として、那須塩原市にはこれだけの最終処分

場があるわけですから、市全体としては、もう要

らないんだということを書いてはおりますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） そういった記載は

しておりません。いわば個別の事業者に対して、

一点集中的なそういった意見を書くということは、

非常に不平等というか、不公正な面もありますの

で、先ほど申し上げましたように、総枠、総体的

には県のほうにいわゆる県北地域に非常に集中が

激しいと、そういうことで、総量規制とかという

ことで県のほうにお願いしておりますんで、一事

業者あてにそういった個別の意見を申し上げると

いうことはありません。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） わかりました。 

  産廃を那須塩原市はもう要らないんだというこ

とを本当はもう一つの流れにしたかったんですが、

今ちょっと一事業者に書けないということについ

てですけれども、とめようとすると、法律、廃掃

法が法律どおりやるということですと、単純に言

えば、これからどんどんつくることをとめること

はできないんじゃないかと思います。 

  とめる方法というのは、法律というか、基本的

には地主さんが事業者に売らない、貸さない、も

う一つは、事業者さんに申請があった場合、あき

らめてもらう、この３つ以外には、今の法律のも

とで申請が出てくると、重大な環境、重大ではな

いですね。とにかく環境汚染とか、そういうこと

がない限りはできてしまうということがあるので、

私は市の今の状況を踏まえて、そういったことを

事業者さんにお伝えするという意味で、多分それ

は事業者さんのところに届くはずなんですよ、そ

の意見書というのは。ですから、市の考えは、一

応こういう状況なので、こういうふうに思ってい

ますよということを伝える意味では、書いてあっ

てもしかるべきではないか、別に間違ってはいな

いと私は思うので、一言書いていただけたらなと

いうのがまず１つあります。そこは飛ばします。 

  この湯宮地区にできる最終処分場は、安定型の

最終処分場だというふうに思いますが、安定型最

終処分場の品目と、それから安定型処分場の問題

点についてご説明いただけますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） それでは、安定５

品目のお尋ねがありましたので、これは法で定め

られておりますところから引用しておりますけれ

ども、この安定５品目というのは、要は産廃の20

種類の廃棄物、これを１つのカテゴリーとして分

けたもので、まずは雨水に触れても性状が変化し

ないということで、一般的には腐らないもの、こ

ういうふうな言われ方をしております。 

  具体的には、廃プラスチック類、あるいはゴム

くず、金属くず、これで３つですね。そして、も

う一つが、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁

器くずで１つのカテゴリー、それと瓦れき類、こ

の５品目でございます。 

  それと、ただいま安定型の類型に関する課題と

いうか、心配事というお尋ねがありましたが、一

般的にこちらの安定型については、議員ご案内の

ように素掘りということですね。最終処分場には

２つのパターンがありまして、いわゆる管理型と

安定型ですから、そうすると、より管理型のほう

が非常に安全性が高いという認識でおられますけ

れども、この安定型については、素掘りというの

があります。ですから、一般的に５品目に付着し

ている内容がどうかという心配があるというのが

一般的な理解ということだろうと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 安定型と管理型、どっちが

危険かというと、入れるものについては、埋めら

れるものについては管理型のほうが危険ですけれ

ども、安定型については素掘り、そこに付着物が

ついているものが入っている危険性があるという

ことで、これは不安が大きい。 

  そこで、これはお願いですけれども、目視で多

分展開をして入れるわけですから、まず危険じゃ

ないものが、本当に安定型と言うんであれば、危

険じゃないという意味だと思うんですよね。です

から、危険じゃないものが、埋める前にそこで開

いて、きちんと確認ができる状態を、県と、許可

権者である県とよく話をして、そのような体制を
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つくってもらう。 

  それと、入ってしまった後は、雨水が降って、

または地下水が汚染されては困るわけですから、

その水質の管理が、本当に問題ないのかどうかの

検査体制、そういったものをきちっとやってもら

わないと困るんですが、それについて、県がどの

ような体制をとるというようなことを言っている

か、ちょっとお話しいただけますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） これまでの県との

進め方につきまして、これらの、議員ご案内のよ

うに、産業廃棄物は全量展開検査を行ってから埋

め立て処分します。 

  展開検査の中で、安定５品目以外の産業廃棄物

が混入して当然いるかいないかというチェックを

かけます。混入または付着があった場合は、人の

手で取り除き、除けない場合は埋め立てを行わな

い。搬入元へ返却させますと、こういうふうな指

導のもとに行っていると。 

  また、県では、立入検査や監視活動及び事業者

の指導を強化するとともに、埋立地内の浸透水及

び下流域の地下水の水質検査を実施しております。

水質汚染を未然に防ぐ方法をこれでとりますよと

いうふうに県は言っておりますから、そのような

理解でこちらもおります。 

  最終処分場が設置されることになれば、市も県

と当然従来から進めておりますように連携をし、

監視活動、あるいは立入検査、こういったことに

市は協力をいたしますし、周辺地域の地下水の水

質検査、これも行い、水質の汚染、汚濁について

は未然に防止すると、こういう考えのもとに県と

の連携で事業を進めている、こういったところで

す。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  ある国から日本に食品が入ってくる。その工場

は、ＨＡＣＣＰというかなり食品の安全基準のレ

ベルの高いところの工場でしたが、検査に行くよ

と言うと、もうそういった期限切れのとかだめな

ものを隠しておいて、またそれをいなくなったら

出すというような事件がありましたけれども、検

査は昼間やる。じゃ、夜トラックが行けば、その

まま埋めて、機械で、重機で土をかぶせてしまえ

ばわからなくなりますけれども、そういったこと

がないように、また事前に検査が行くというのが

わかっていれば、相手はどういう行動をとるかと

いうのは推測つきますので、そういったことも含

めて、しっかりまず入れるものの検査、それから

出てきたものについても検査、その検査機関が必

ずしもいいかげんなことをすると考えませんけれ

ども、ただ、そこは、やっぱりお金をもらうとこ

ろについて、有利な配慮が出ない、そこは余り疑

ってはいけないんですけれども、そういうことの

ないような、しっかりした体制を整えていただき

たいというのが、もしも許可が出た場合の話です

けれども、それが１つ、これはお願いです。 

  あと、参考のためなんですけれども、大事なの

は、私先ほど言った地主さん、周辺の人が今どの

ように思っているかというのはお示しいただけま

すか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 地域住民の方々、

あるいは行政区の中身について、つぶさに私のほ

うですべて承知しているわけではございませんが、

そういった事前協議の段階で県に提出された同意

等を見ますと、おおむね半数程度は同意、あるい

は半数ぐらいが反対といいましょうか、そういっ

た状況であると、そういうふうに聞き及んでおり
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ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  半数の方はやむなしというふうに思っているの

かなというふうに思います。 

  そこから離れた人たちは、反対と言う人も、簡

単に言う人が多いとは思うんですが、その地域の

事情もあるでしょうから、そういう状況なんだと

思いますので、なかなか同じ市に住んでいるから、

とめるといっても、権利がないので、法律どおり

になっていくわけなので、市としても歯がゆいと

ころはあると思います。 

  これはこれで雰囲気はわかりました。 

  仮に、この問題というのは、ここがまたできて

しまうと、先ほど残っているところ、今、もう一

つ変更の申請がある。それから、ほかにも３つぐ

らいですか、申請が残っているところがあります

ので、どうしても、本来のもう要らないというこ

とに対して、これが許可されると、また次、また

次というふうになってしまうんですね。それが地

域の、また別な地域の人の、そこは反対が多くて

も、やはりそういう前例をつくってしまうことに

よって、自分の地域もできてしまうんではないか

という心配をしている市民の方もおります。 

  その中で、この３番なんですが、国に、何かお

話によると、私もわからなかったんですが、こと

しも行ったということですけれども、毎年同じこ

とを言って、国の反応というのはどういうような

状態なんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 市長と県のほうに

出かけた際も、向こうの部長さんからの回答では、

毎年環境省のほうにも伝えておるということで、

ただし県は、実態として、法改正とかいうところ

まで立ち入ってないという現実がありますので、

県の回答からすれば、より厳しい検査、そういっ

た体制で臨んでいるというふうな回答があります。 

  いずれにしましても、ちょっと質問とはずれる

答弁になるかもしれませんが、我々行政ですから、

法に基づく事業等については、淡々と推移を見な

ければならんというのが１つあります。我々、行

政ですから。 

  ですから、せめてもの住民の方々の安全の確保

のためにはいかようにしたらいいかということで、

非常に悩んでいるわけで、その手だてで、本市の

例えば山間部に溶岩のごとく、溶岩の火のごとく

広がっていくということについては、何とか国に

考えて、見直してもらおうと、そういった中で総

量規制の話とか、先ほどありましたように、最終

処分場の安定型と管理型の類型はやめてください

ねと。少なくともすべて管理型に向くような、そ

ういった廃掃法の改正も行っていただけないでし

ょうかと、そういったところで、なかなか法改正

のところまでは行ってないわけなんですけれども、

県の部長さんからも、非常にそういった立入検査

等々についても、非常に厳しく業者指導にも当た

って進めていると、そういう回答でありますので、

現状はそういったことかなと。 

  我々、行政ですから、そういったところで頑張

るというところかなという感じです。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） わかりました。 

  できることはやっていると。大事なのは、設置

後の水質汚染とか環境汚染に対する取り組みをや

られているということで、理解しました。 

  それはそれでできること、それと繰り返しにな

るので、確認のために、やはり県は、県庁とここ、

離れていますんで、那須塩原市の実情、市民の気
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持ちが伝わっていないような気がするんですよ。

要するに、これだけどんどんふえていってしまう、

これからもできるんじゃないかということに対し

て。 

  なので、総量規制に対して余り熱心ではないと

いう今、お答えだったように思うんですが、市は

これからもどんどん言い続けていただきたい。そ

れしか今のところないんでしょうけれども、その

ようにお願いして、この項は終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

  続きまして、２番に移らせていただきます。 

  ２、企業立地と規制緩和について。 

  地方自治体の人口減少・少子化問題は、その地

域の雇用との関連性が高い。国の施策としても、

重点課題となっております。 

  本市では、企業の積極的な設備投資や立地を促

進し、市内経済活性化及び安定した雇用の創出を

図るため、特定工場における緑地面積率等を緩和

する「市準則条例」の制定を検討しているとのこ

とで、市のホームページでパブリックコメントを

募集しているところであり、これらの流れの中で、

企業が規模拡大の計画をする場合、どうしても制

約を受ける土地問題もあります。そこで、お尋ね

いたします。 

  ⑴那須塩原市内企業の新規立地、拡大、閉鎖及

び経済状況に関する所見について。 

  ⑵特定工場における緑地面積等の緩和の概要と

方向性、企業にとってのメリットについて。 

  ⑶農地転用許可後１年を過ぎても工事が実施さ

れないものの数、概要、理由等及びそれらへの対

応について。 

  ⑷既存の工場の敷地規模拡大に農地がかかわっ

た場合において、事業所の設置経緯や周辺状況な

ど市全体の農地のあり方、農地転用許可について、

法の取り扱いが厳し過ぎるのではないかと思われ

ることもありますので、現状のままでよいのかお

尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君の質問に

対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） それでは、２、企

業立地と規制緩和につきまして、私のほうからは

１と２についてお答えさせていただきます。 

  初めに、⑴の那須塩原市内の企業の新規立地、

拡大、閉鎖及び経済状況に関する所見についてで

すが、市内企業の新設及び撤去等の状況について、

詳細は把握しておりませんが、民間会社が公表し

ているデータによりますと、本市の平成25年度中

の負債総額1,000万円以上の企業の倒産件数は８

件、新設企業は資本金の区別はなく48件で、倒産

件数を上回る企業が設置されているという状況で

ございます。 

  また、経済状況につきましては、定期的に実施

しております企業訪問時の市長と経営者のトップ

による懇談におきまして、リーマンショックや東

日本大震災等の影響はあったものの、全体的には

安定した経営状況に戻りつつあるとの声も聞かれ、

都市部や大企業の景気回復の兆しが、徐々にでは

あると思いますが、地方や中小企業にも波及して

くるのではないかというふうに考えております。 

  次に、⑵の特定工場における緑地面積率等の緩

和の概要と方向性、企業にとってのメリットにつ

いてお答えいたします。 

  特定工場の緑地面積率等につきましては、現行

では緑地面積割合が20％以上、環境施設面積割合

は25％以上と定められております。 

  今回予定しています緩和の内容は、原則国が示

した基準の範囲内において、その下限値を採用し、

工業専用地域では緑地面積割合を５％以上、環境

施設面積割合を10％以上に、そして工業地域、準
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工業地域及び指定する工業団地では、緑地面積割

合を10％以上、環境施設面積割合を15％以上にそ

れぞれ引き下げるものでございます。 

  これによりまして、工場敷地の有効活用や生産

効率の向上につながり、また企業の設備投資が促

進されることで、市内経済の活性化や雇用の創出

が図られるものと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） ⑶、⑷につ

いて、私のほうからお答えをいたします。 

  まず、⑶の農地転用許可後１年を過ぎても工事

が実施されないものの数、概要、理由等及びそれ

らの対応についてお答えをいたします。 

  平成25年１月１日から12月31日までに許可処分

となった件数は189件あります。このうち５件が

未実施となっております。 

  未実施事業の概要は、土地所有者の自己転用１

件、権利の移動を伴う転用が４件です。 

  実施状況の把握は、事業者から進捗状況報告が

されることとなっており、提出されない場合は追

跡調査を実施することとなっております。 

  現在、調査の準備を進めており、未実施事業に

ついては事情調査を行い、早期の着手や事業計画

変更等を促してまいります。 

  続きまして、⑷の既存の工場の敷地規模拡大に

農地がかかわった場合において、事業所の設置経

緯や周辺状況など市全体農地のあり方、農地転用

許可について、法の取り扱いが厳し過ぎるのでは

ないかと思われるのが、現状のままでよいと考え

るかについてお答えいたします。 

  初めに、市全体の農地のあり方についてですが、

那須塩原市においては、農業は基幹産業の一つで

あり、また食料自給の観点からも、農地の保全は

極めて重要であると考えております。 

  そこで、「農業振興地域の整備に関する法律」

に基づき「那須塩原市農業振興地域整備計画」を

定め、その中で、農業の振興を図るため、農用地

として利用すべき土地の区域を設定し、必要以上

に優良な農地が減少しないよう保全に努めており

ます。 

  次に、農地転用制度についてですが、この制度

は、優良農地を確保して、農業生産力の維持と農

業経営の安定を図ることを基本としつつ、農業上

の土地利用と農業以外の土地利用との調整を適正

に行うことを目的としています。 

  農地転用の許可要件は、立地基準と一般基準が

あり、この２つの基準に合致することが必要とな

ります。 

  立地基準では、農用地区域内にある農地及び集

団的に存在する農地等の良好な営農条件を備えて

いる農地については、原則として転用を許可しな

いこととなっております。 

  しかし、優良農地であっても、敷地規模の拡大

に農地がかった場合には、既存施設の面積の２分

の１を超えない範囲で、かつ既存施設に接する農

地に限り許可されることとなります。 

  農地法は農地を守ることを基本としております

ので、農業委員会といたしましては、法の目的及

び定められたルールに基づき、公平・公正な立場

で審議をし、転用の可否を判断しておりますので、

今後も同様の運用を図ってまいります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 答弁ありがとうございます。 

  きょうも安倍内閣で第２次の組閣がありました

が、地方創生という新しい部署ができて、そこに

石破茂さんですか、新しい大臣ができたところで

あります。日本がこれから生き残る、日本のこれ

からの活性化を図っていくためにも、どうしても
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地方が活性化していかなければならないという決

意のもとに、そういった部署ができたんだと思い

ます。 

  地方の人口減少ということには、この那須塩原

市においても同じだと思います。そういった中で、

前段で述べたように、雇用が私は大事だと。福祉

や教育も当然大事ですけれども、雇用がなくして

地域が残るということはあり得ないと感じており

ます。 

  そういったところでの質問なんですけれども、

それは前段の大きなことでありまして、まずこの

１番については、非常に数字で見る限りはすごく

いいなと。新聞紙上でも報道でも、若干若い人が

地方で足りなくて、かえって企業がやっていけな

いなんていうぐらいのところがあるので、ちょっ

と心配したことあったんですが、企業的にはそこ

そこいいんではないかという感想をもちました。

ありがとうございます。 

  ⑵ですけれども、ここは前段、後段、１、２と

３、４はまた別なんですけれども、この２番につ

いて、じゃちょっと細かくお話を伺いたいと思い

ます。 

  先ほどの、あれですね、工場が緑地面積、なぜ

こういったものをパーセントでつくりなさいとい

うようなことがなぜ必要だったかというところの

説明をいただけますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ただいま工場が立

地する際に、緑地面積というところで、20％の面

積を割いているということでございますが、その

理由ということでございますが、こちらにつきま

しては、法律そのものが昭和40年代というような

ところで、これから高度成長に向かっていくとい

うようなさなかでできた法律でございます。 

  工場立地法という法律でございますが、そうい

う中で、当時はまだ技術的な部分も確立されてい

ないという中で、やはり公害等の問題も多々、

方々であったというふうな状況を踏まえて、そう

いう中で、こういう法律の中で、緑という部分で

騒音あるいは振動、あるいは悪臭といいますか、

そういうところから生活環境を守るというふうな

ところで、この法律が成り立ったと。そういうと

ころでは緑を守っていかなくてはならないという

ふうなところで、この法律の主目的になっている

というふうなところなのかなというふうに認識し

ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  今、某隣の大国では、公害問題が大変ある。日

本もそういう経過をたどって、今の日本があるん

だということだと思うんですが、当時の大気、水

質、騒音、振動、それから景観、そういったもの

をこれからどうするんだという中で、こういった

工場立地法はできていると。 

  この中で、今言っているのは緑地面積ですよね。

騒音、振動、におい、地下水には緑地面積は関係

しないということ、余り関係しないということを

まず踏まえて、話をしたいと思います。 

  これは、インターネットのホームページの中に

出ていたものをコピーして、私、手元にあるんで

すけれども、今おっしゃった中で、工業専用地域

については、緑地は５％、環境施設はたしか10％

と言ったかと思うんですけれども、那須塩原市に

ある工業団地、団地と言いますけれども、特に赤

田の工業団地は、工業専用地域で、名前は工業団

地ですけれども、いわゆる真岡とかそういった工

業団地と形が違う。違いませんか。成り立ちから

説明、私は違うと思っているんですけれども、そ
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の理由がご説明できると思うんですけれども。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 真岡との比較の中

で、成り立ちの違いということを説明するという

ことは、ちょっと私、真岡の案件わかりませんの

で。 

  ただ、赤田の工業団地については、当時、県の

企業局が分譲しまして、そしてそれを市が払い受

ける形で引き受けまして、当時の町が引き受けて、

その後、町が主体となって分譲したというような

経過があるというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  私のほうから言えば済むことなんですけれども、

要するに普通の工業団地と言われている他自治体

のものと、この那須塩原市にある赤田の工業団地

の違いは、大きく２点はっきりあります。 

  工業専用という法律のくくりでは同じなんです

が、まず工業団地でありながら、普通、分譲地と

いえば、企業が全部持っています。公共施設や自

治体がつくったものでも、まず自分が全部土地を

買ってから、工事をして売ります。だから、工業

専用地域で工業団地と言うんであれば、いい企業

には売るけれども、うちの市にはそぐわしくない

と思えば、売らないことも可能です。その悪い例

が今、建っていますけれども。 

  それと、工業団地といいますと、大抵外周に木

が植わさっているんですよね、外周に。道路があ

ったり、歩道があったりする道路の中に、分譲地

のように売る土地があって、あるんですね。 

  これでいくと、あそこには、まず道路のわきが

いきなり歩道もなく、工業専用地域の土地があり

ます。民間の土地があります。その人が売りたけ

れば、民法ですから、自由に売り買いできます、

あそこの中は。農地であっても、基本的に通りま

す。ですから設置が可能なんですけれども、そう

すると、緑地の場合は、景観、それから道路の反

対側との住居との距離の関係もあるので、騒音施

設等の関係もあるので、１つだけ、この中で５％

は、数字はいいんですけれども、もしこれを運用

するに当たっては、条件をつけてほしいんですよ。 

  やっぱり工業団地といえども、車で市民が通る

わけですから、やっぱり道路側に緑地を配する、

原則的に工業団地の中で、工場と工場の隣り合わ

せている部分のさくかなんかある部分については、

建築基準法なり消防法なりで隣接しても構わない

と思うんですけれども、公衆用道路からの距離の

部分、あいている部分に関しては、基本的に緑地

をどれぐらいつくりなさいとか、それから、それ

はなぜかというと、道路を走る景観、それから市

民の住宅への影響を考えて、そのようにしてもら

いたい。道路側には緑地をつくってもらいたいと

思うんですけれども、この内容ですと、ちょっと

読んでみたんですけれども、そのようには考えて

おられますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 工場立地法の話の

範疇の中では、要は周辺に緑地を残しなさいとい

うような要は法律の内容になっておりますんで、

そういうところからしますと、やはり緑地に関し

ては、周辺地域ということで、敷地を囲むような

形での緑地の配置ということになるというふうに

私のほうでは認識しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 多分そういうことで、私の

言っていることと違うということを私は言いたか
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ったので、既存の工場が緑地がある中で、減らし

ていくなら、まさか道路の側から減らすんじゃな

くて、道路側からは基本的に残す。それから、新

設であっても、道路側に緑地を残す。５％以上に

なっても、道路側部分で欠けるというようなとこ

ろがないように指導いただくようなことを、緩和

とは言いながらも、これはやはり大切な、緑地と

いうのは、そういった意味では大切だと思います。 

  ここにこんなことが書いてあったんですけれど

も、この緑地と関係ないじゃないかと思ったんで

すけれども、「技術革新によって環境負荷を低減

し、機械や装置の開発が進み、環境保護に対する

企業理念が広く浸透してきた現在においては、緑

地面積を緩和することが即公害対策の軽視、悪化

につながるものと考えにくい」と書いてあるんで

すけれども、騒音とか振動に対しては、機械は確

かに静かになったし、振動もないです。ですけれ

ども、緑地に関しては、そういった技術革新があ

っても、そう簡単にこういうふうには読み取れな

いので、このくだりはちょっと私は納得がいかな

いなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 今ご指摘をいただ

いて、私もしみじみと目を通したというところで

ございますが、ごくごく一般論的なところで付記

しているというふうなところでのご解釈をいただ

ければ、大変幸いだと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） この項でお話ししたいのは、

あくまでも道路から車が走るときの、工業専用地

域であっても、やっぱりそういうものは大事にし

て、那須塩原市は大事にしてほしいということで、

そういったことを緩和するに当たっては、できた

らですよ、私が言ったからなるかどうかわかりま

せんけれども、そういったことをきちんと条件づ

けた中で、きちんと緩和をしていただきたい、そ

のように思います。 

  また、もう一つ、そうやってつくった、できた

面積、緑地帯があるんですけれども、それは事業

者は言わなくても、物を置いたり、何かつぶして

いく傾向が必ずあります。そういったものは、市

としては、こういったものをやらせておいて、守

っている業者と守っていない業者がいると思うん

ですけれども、その辺は今後どのように対応する

かお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ありきたりのお話

で、答弁になるかどうかわからないんですが、

我々としましても、法に基づいての要は事務執行

ということの中で、工業立地法の中では、できた

後についての遵守点検、あるいは監視等の義務づ

けにはなっていないということから、実態として

は、そこの部分については、我々も関知してない

というようなところが実態でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） わかりました。ありがとう

ございます。 

  まじめにやっているところもあると思いますん

で、そこは整合性がとれるように、公平性が保て

るような行政であってほしいと思います。 

  ２番までについては、これで終了させていただ

きます。 

  では、続いて⑶農地転用許可の件ですけれども、

私は農地転用というのは、許可というのはもう10

年前から出していると思うんですけれども、なぜ

１年以内になったかだけはご説明いただきたいと
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思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） なぜ１年分

のみの回答になったかということですけれども、

転用の許可を受けた事業者につきましては、許可

の日から３カ月後及び１年ごとに工事の進捗状況

報告書というものを出すことになっております。

また、工事が完了した場合には、工事完了報告書

を提出することになっております。未提出者につ

いては、実施状況の把握を行いまして、早期着手

や是正を促していかなければなりませんが、今ま

で実施されていなかったことから、１年間だけの

報告ということになってしまいました。 

  転用の適正な執行には追跡調査が不可欠であり

ますので、農業委員会の業務ともなっていること

から、現在、未提出者のデータ整理を行っており

ますので、データ整理後に追跡調査を実施してい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  そのデータの結果を聞いて、また何か意見なり

質問をしたかったんですが、ないので、この件に

ついては再質はできないということで、次に移ら

せてもらいます。 

  それはそれですけれども、私も知ってましたけ

ど、完了報告とかあるので、やりますということ

なので、努力していただければと思います。 

  では、もう一つ、ちょっと市の農地の状況を答

えていただければと思うんですけれども、状況を

伺う中で、耕作放棄地というあたりについてお伺

いできるでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） 耕作放棄地

ですけれども、21年に農地法が改正になりまして、

農業委員会のほうで毎年農地の利用状況調査を行

うということになっておりまして、その中で、耕

作放棄地ですね、遊休農地ですが、それの調査を

行っております。 

  22年度からの調査ということになりますが、22

年度の調査では、耕作放棄地の面積が34.1ha、23

年度は39.0ha、24年度は30.3ha、25年度は26.9ha

となっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） もう一つ、耕作放棄地の定

義、ちょっと教えていただいてよろしいでしょう

か。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） 耕作放棄地

の定義というか、耕作放棄地のほうは、作付をし

ていない農地というふうにとらえております。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 耕作放棄地は、１年以上作

付がしてないということと、作付予定が今後もな

いという２つで耕作放棄地というふうに定義がさ

れていると私はちょっと調べてあったんですけれ

ども、今のお話は、耕作放棄地が減ってきている

ということで、非常にいいかなというのと、もう

一つは、１年以上予定しているというところで、

本当はつくってないんだけれども、予定している

ということで、耕作放棄地扱いから途中から減っ

ていったんではないかなという、ちょっとそんな

思いもあったもんですから、そこは抜きにして、

単純に、では本当に耕作放棄地という面積自体が、

今の話、再確認です。減っているということでよ

ろしいんでしょうか。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） 調査の結果

では、減っているという結果になっております。 

  ただ、保全管理を、作付をしていなくても、草

刈りとかそういうものを実施していれば、そこの

部分については遊休農地というふうには数えませ

んので、その辺がどうなのかなというのはちょっ

とあるかなと思いますけれども、調査の結果では

減っているというのが実情でございます。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  今のご説明にもあったように、作付はしてなく

ても、荒れないように管理をしていれば、耕作放

棄地ではないよというようなことも含めての数字

だろうというふうに私は理解させていただきます。

ありがとうございます。 

  農転の状況、耕作放棄地の状況、わかりました。 

  それで、３番のほうに移らせていただきます。 

  ３番については、確かに行政というのは、当然

国で決めた法律の中で、地方にそれがずっと末端

まで行って、その法律に基づいてやっているのは、

先ほどの産廃の法律も同じなんですけれども、法

律は、都市計画法なんかもそう。国で官僚が机の

上でつくったとよく言われてますよね。地方に行

けば実情が若干違うと。 

  そういった中で、だから現場が大事だという考

え方のもとにちょっと質問させていただきますけ

れども、農転ですかね、農地関係の許可条件が以

前より厳しくなったように思われるということで、

改めてになってしまうかもしれませんが、いつか

らでしょうか。 

  また、一遍に、農転許可の権限を今、県から市

に下がっていると思うんですけれども、その目的

は何か、その２点についてお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（田代晴久君） 農地転用の

許可条件がいつから厳しくなったかというご質問

のほう、まずお答えしたいと思うんですが、農地

法が平成21年に改正されまして、22年の６月より

施行されることになりました。その改正の目的で

すが、農地転用制度の厳格化による転用機会の抑

制、農地の確保、食料自給力の強化だと思います。 

  具体的な例を申し上げますと、改正前は、既存

施設を拡張する場合には、既存施設の面積を超え

ない範囲であれば、良好な営農条件を備えている

農地であっても、転用は許可されましたが、改正

後は、先ほどお答えしましたとおり、既存施設の

敷地面積の２分の１以内ということになりました。 

  また、病院、学校等の公共施設の設置の用に供

するための農地転用は、許可が不要とされており

ましたけれども、改正後には、知事と協議を行う

こととされるなど、条件は厳しくなり、転用制度

の厳格化が図られてきているところでございます。 

  また、農地転用の県からの権限移譲についてで

すけれども、平成12年４月の地方分権一括法の施

行によりまして、平成24年の４月１日に県から移

譲されました。その目的は、地方分権の推進だと

考えております。市の裁量で農地転用ができるの

であれば、地域の実情に応じた土地利用の促進が

されるとともに、地域振興を図ることが可能かと

は思われますが、現実は、農地転用の事務処理に

ついては、国・県より通知が出されておりまして、

それに従って事務を進めておるところでございま

す。 

  農地転用の許可に当たりましては、県の農業会

議からの意見聴取が農地法で義務づけられており

まして、市農業委員会が許可相当としても、県の

農業委員会議が許可相当とならない限り、許可処
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分にはならないことになります。 

  このようなことから、規制緩和がされない限り、

地方分権で言う市の独自性というのは難しいのか

なと、このように考えているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  今、国は税金を使って、それで活性化させよう

として、いろいろな事業、公共投資のようなもの

をやっている。今のこういった既存の場所に、も

う既にあって、そこが事業が活性化してきて、敷

地が広く必要になった、これはまさに民間力を活

用ということになると思うんですね。 

  今、田代局長のいる部局に対して、法律のこと

は説明を受けました。本当にそのとおり、農地は

守るべきものだと思いますし、安全で安心な食べ

物が、おいしい食べ物がいただけるのも、こうや

って食べて暮らしていけるのも、農地の、農家の

皆さんのおかげだというのは重々承知であります。 

  ただ、ここでの話としては、こういった地方が

活性化されてどんどんいって、雇用をふやしまし

ょうという中で、こういった地元の企業が伸びて

いこうとするものを、やはり今、ちょうど話に出

たとおりなんですけれども、できれば市長の考え

とかほかの部局とよく調整をとって、現場をよく

見て、現場というのは、土地も、それから土地の

周辺の状況、土地、それから土地の所有者、それ

から事業者の考えとか、それから市の将来、地域

のことをもうちょっと、農業一辺倒じゃないとこ

ろは全部オーケーなんだけれども、農地のところ

だけひっかかってしまう。岩盤規制と言われてい

るのが農業ですけれども、農地法ですけれども、

そういったところをもう一度国や県とやはり見直

す必要がある。 

  基本的にだめですよと言っている中で、ただし

これだけはいいですよというのは必ずあるんです

けれども、その中にひっかかりそうでひっかから

ないという部分があって、それは法律は想定でき

てないんですよね。中央省庁というんですかね。 

  ですから、そういったものを、せっかく地方に

切り下げてきたので、そういった意見を上げても

らって、これから地方が活性化させるためにも、

新規でつくることを想定しているんではなくて、

そういった地元の企業がこれから大きくなろうと

いうものを地元が応援するということでは、決し

て農業者にとって不幸なことでもないというふう

な場合もあると思うので、そういったことを県に

伝えていただき、伝えるような行動をとっていた

だきたいというふうに思うんですが、そういった

ところ、これ、市長あたりに何か答弁いただける

とありがたいと思うんですけれども。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 今、農業委員会局長の答

えているのは、非常に正しい答えだと思います。

私はそれを注文つけて侵そうとか、そういうこと

はございません。 

  ただ、去年の南那須、北那須の首長会で知事を

囲んでやったときのメーンテーマがこれなんです

よ。特に、工場を誘致したい、あるいはアパート

を建てたいといっても、農地なんですね。那須塩

原は比較的、非常に広い土地があるんでだけれど

も、よそのまちへ行くと、もう山のすそまで農地

で、そういうところにやろうとすると、何もでき

ない。知事、これを何とかしなければ、まちを維

持できないよと、こういうことが去年のこの首長

会のメーンテーマ。 

  ところが、知事はわかっているんですよ。いや、

そうなんだ。そうなんだけれども、そこが岩盤で

どうにもならない。皆さんの意見はよく。ただ、

そういう動きの中で、国も地方六団体ですか、だ
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から議会の代表、市会議員の代表も入っています。

首長代表もいる、知事もいると、こういう中で、

この岩盤規制と言われる農地法の対応等について、

いわゆる裁量権を地元に落としてくれと。そうす

ると、非常にやっぱり地元の実態にあったものが、

今、農林省で紙にかいた設計図だけでは、はかり

知れないものがあると、こういうことで、国もこ

れを受け取って、今、農業委員会の改革、来年の

１月の国会にはこれが法案として提出をされると。

だから、市役所に全部許認可がおりるかというこ

とはわかりません。わかりませんが、面積を付し

て、おりてくる可能性も高い。 

  今まで１年、とても広い、これは農地じゃなか

ったんですけれども、許認可に１年間かかって、

これは急いでやったんですよ。社会情勢が変わっ

て、工場がもう全然変わってしまったと、１年で。

許認可をやっているうちに社会が変わって、那須

塩原へ18haのものができないと、こういうものも

今、発生しておりまして、言ったときすぐできれ

ば、工場が建ったと、こういうものもあります。 

  それと、もう一つ、実は議員にこれだけは頭へ

入れておいていただきたいんですが、農地法、農

振法除外の各法律というのは、あくまでもこれ、

統制法なんですよ。法を使って無駄に農地を使わ

せないと。 

  これはこれで、人口が爆発して、食料が少なく

て、戦後、そういう時期には、物すごい力を発揮

して、国民のために拍手喝采で、昭和20年以降、

この何十年かは拍手喝采。ところが、先ほどあっ

たように、耕作放棄地、あるいは後継者がいない、

こういう問題が絡んでくると、それが農業を取り

巻く最大の課題ですから、それじゃ定住促進、人

の減る時代、これ、どうするか。その爆発した時

代と今、減っていく時代の農地法の取り扱いとい

うのは、かなり変わってくる可能性が私は高いと

思っているし、今の総理も就任時に、私のドリル

に耐えられる岩盤規制はないと。どんな規制も穴

をあけますと、こう表明したのをいまだに私は農

地法を頭に置いた発言だったと思っています。 

  ただ、そういう形の中で、特にこの那須塩原、

この地域は戦後一貫して入植という形で、国費が

物すごく入っているんですよ、明治時代の入植と

違って。そういう形で、これ、誰言うとなくなん

ですけれども、多分この那須農政事務所の農地に

関する規制の概念というのは、全国でもかなりト

ップクラス、非常に高いレベルで農地が守られて

いるということだと思います。 

  ただ、その中で、法、この農地法の前に、憲法

29条に財産権、農地って個人の財産がほとんどで

すから、だから財産権は何人もこれを侵せないん

ですよ。その後に発生した農地法が、これが侵せ

るほど強い。それは国の要請もあって、そういう

時期が長く続いたから、そうなっただけで、ただ、

そういうものを判断するに当たって、桜井秀美さ

んという、これは法律の学者なんですけれども、

コメントを出しております。この方のコメントは、

「農地法といえども、やはり社会の情勢に合わせ

て、これを転用していくことにやっぱり理解を持

たなければいけない。農地法を守ることで、心を

骨化させてはいけない。農地法があるから、全て

だめなんだと、こういうことにはならない」と、

こういう見解も出ていて、何で今言っているかと

いうと、同じ不満があって、県議会当時、知事と

盛んにやり合った内容ですんで、この辺について

は理解をいただきたい。 

  ただ、どうしてもこの那須野が原、この地域の

農地を守るというのは、私の調べた限りでは、日

本一のレベルで農地を守っていると、こう理解し

ていただいて、今お話ししたことが解決策にはな

らないと思いますが、近い将来、必ず農地の転用、
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そういうものについては、地元におりてくると私

はとっても期待しております。 

  そうでないと、那須塩原以外の市町って本当に

ひどいんですよ。全部平らなところは農地ですか

ら、山だけ残っていて、何もできない。こういう

思いが非常にあったので、私はいつもこの思いは

忘れておりませんので、ぜひ参考にというか、答

弁にならないと思いますが、文句じゃなくて、意

見を言うほうも、やっぱり心を骨化させない、こ

ういう対応をお互いにして、解決の日を待つと。

できていただければ、私はとてもうれしいと。答

弁にうれしいということはありませんが、そうい

うこと。 

  私も疑問に思っていることがございましたので、

あわせて答弁とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 突然のあれなんですけれど

も、本当にありがとうございます。 

  今ある法律のもとで処理するわけですから、そ

ういった意味では、農地法が悪い、今、農地法の

掘り下げた話を今、していただいたんですけれど

も、農業の話になると、高齢化とか、今、ＴＰＰ

の話もありますし、なかなかそっちの話は、言っ

てしまうとかなり深い話になりますので、そこは

私、今回は全然触れるつもりはありません。 

  ただ、私のこの質問の趣旨は、やっぱり現場を

よく見て、こうだと決めつけるんではなくて、や

っぱり農業にかかわる皆さんで話し合う中でも、

きちんと現場の状況をよく考えて、地主さんの気

持ちとか、そういう全体の中で、どういうふうに

対応できたらいいのかなというあたりをよく検討

していただきたいなということと、あわせて今の

ような農地の問題があるので、改革、ここでは、

ここのタイトルは規制緩和ですけれども、農地の

場合は規制許可になっていたと思うんですけれど

も、そのようなことでお尋ねしたところです。 

  多分、気持ちは伝わったんではないかと思いま

すので、この項についてはこれで終わりにいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時２２分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） では、引き続き３に移りま

す。 

  人口減少問題と「首都機能バックアップ・キャ

ンプ那須構想」推進について。 

  地元新聞社の県内市町アンケートにおいて、

「人口減少対策「限界」は８割。大都市圏人口集

中、国に是正求める声」という記事がありました。

本市のほかに、真岡、益子、高根沢の４市は「感

じていない」とありましたが、理由は、既に人口

減少問題に乗り出しているからということであり

ました。つまり、問題は十分に感じているので、

手を打っているということだと私は読み取ってお

ります。 

  本市に置いても数々の施策が出されている中で、

以前からあった「首都機能バックアップ・キャン

プ那須構想」は、まさに人口減少対策となると考

えます。そこで、お伺いいたします。 

  ⑴「首都機能バックアップ・キャンプ那須構

想」の現状について。 

  ⑵プロジェクトチームのその後の活動について。 

  以上、よろしくお願いいたします。 
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○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 鈴木議員の質問ですが、

⑴と⑵についてお答えをしたいと思います。 

  まず、⑴の「首都機能バックアップ・キャンプ

那須構想」の現状についてですが、国において首

都機能バックアップに関する際立った大きな動き

が現在、出ていない状況であります。今後も、国

の動向を見きわめ、対応してまいりたいと考えて

おります。 

  もともと就任直後、私がこの「首都機能バック

アップ・キャンプ那須構想」を、これ、多分話し

たことなかったと思うんですが、那須地域の人口

減少のシンボル的な解決策の一つになると、そう

いう構想から打ち出した構想でございました。 

  ただ、その後、動きが、国会等移転がほとんど

解散状態、休止状態になってますんで、現在、進

行がとまっております。 

  ⑵のプロジェクトチームのその後の活動状況に

ついてですが、本プロジェクトチームにおいては、

「首都機能バックアップ・キャンプ那須構想」の

中間報告書を取りまとめ、栃木県知事あてに本市

からの提言として提出いたしてあります。 

  中間報告書において記載しておりますスマート

シティ構想について、調査研究を行うための検討

組織として、現在、本プロジェクトチームにおい

て、スマートシティ基本構想の策定に向け協議を

進めております。 

  ただ、仄聞するところ、実はある評論家、私の

もとに参りまして、また芽が出ましたね。わずか

５分ぐらいだったんですが、というのは、この人

口減少の解決策の一つに、政治に限らず、工業も、

あるいは学校も、こういうものを国の中央の審議

会において、現在、審議されていると。私はけさ、

その会議に出てまいりましたという、これは間違

うと、また日の目出るねと言われたのをとてもう

れしく私は聞いておりましたんで、別に夢を捨て

たわけではございません。 

  そんな状況もここございましたので、あわせて

答弁をさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） 丁寧な答弁ありがとうござ

います。 

  人口減少対策ということと、ここに大都市圏集

中という、前置きの中にそういう言葉があります

けれども、まさにバックアップという国の機関を

持ってこられるんであれば、これはもう最高のタ

イミングだろうと。 

  まさに今、地方創生ということで国が動き出す

わけですから、これ、まさに同じ思いで、このこ

とがですね、首都機能は持ってこなくても、これ

に関係するような何かが動くんではないか。なの

で、ここにプロジェクトチームがあるとすれば、

まさに今また動くことによって、もしかすると引

き寄せられるんではないかということもあって、

質問はさせていただきました。 

  ただ、今のお答えをいただいたとおり、国のほ

うが会議がとまっているということなので、この

後、中間報告の後の進展が基本的にはないという

ふうに今、お答えをいただきましたので、そのと

おり理解したいと思います。 

  そういった中で、ちょっと時間がありますので、

もし答えられれば、お尋ねしたいなと思うんです

が、中間報告の23ページの８、那須塩原市が今後

行っていくことという項目で、７項目あります。

⑴調査研究の継続、それから⑵積極的な広報活動、

⑶栃木県、近隣市町村、関連機関との連携、⑷再

生可能エネルギー事業の推進、⑸農業の６次産業

化の推進、⑹地方情報基盤整備の推進、⑺スマー
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トシティの調査研究。今後も調査研究を行ってい

きますとか、ＰＲしていきますという、要するに

「ｂｅｉｎｇ」というか、進行形で書かれている

ので、これについても100％とまっているわけで

はないと思うんですね。そういったことで行って

いる、ある程度報告できることがあれば、この場

でお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 中間報告書に記載され

た那須塩原市が今後行っていくことの具体的な現

在の状況ということで、積極的な広報活動という

中で、ホームページ、広報紙等でＰＲしますとい

うことでございますが、ホームページにおいては、

中間報告書は掲載をされているところでございま

す。 

  また、スマートシティ構想につきましては、現

在、研究をされていると。引き続き行っていると

いう状況でございまして、また６番目の地域情報

基盤の整備の推進という中での市内の公衆無線Ｌ

ＡＮの整備というような中では、自動販売機等を

使ったＷｉ－Ｆｉの環境整備というふうなことに

も取り組んできているという状況でございます。 

  代表的なものとして以上を挙げさせていただき

ます。 

○議長（中村芳隆君） ６番、鈴木伸彦君。 

○６番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。 

  説明はなかったところもありますけれども、⑸

の６次産業の推進というあたりでは、地場産業、

酪農の中でチーズをつくるなどというのも進んで

いるのではないかなというのもありますし、これ

とターゲット自体は少しぶれてはいますけれども、

定住促進の中で動いている分と、地域の那須塩原

市の活性化という意味では全く合致している内容

だと思います。 

  きのう発表あった国の新しい組閣になった中で

も、この地方再生という、何遍も言いますけれど

も、地方再生、それから一極集中的なところが審

議されて、何か新しい動きがもしか出るやもわか

りませんので、虎視たんたんと、これも多分そう

いう意味だったと思うんですけれども、虎視たん

たんと、そういうことがあったときは、瞬発力よ

く飛び出せるように準備しておいていただければ

と思っておりますので、そういうふうなことをお

願いして、この３の項を終わらせていただきます。 

  これで私の質問を終わりにいたします。ありが

とうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で６番、鈴木伸彦君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 改めまして、皆様こんにち

は。 

  議席番号３番、ＴＥＡＭ那須塩原、相馬剛です。

通告に従い市政一般質問を行います。 

  １、企業誘致の推進及び支援について。 

  那須塩原市総合計画後期基本計画の中に、基本

政策５「活力を創出するまちづくり」として８つ

の基本施策があり、主要事業の平成28年度時の目

標設定をし、達成に向けてさまざまな産業振興に

全力で取り組まれていると思います。 

  その基本的施策の一つに「工業の振興」があり、

目指すべき方向として「工業の振興」、さらに具

体的施策に「企業誘致の推進及び支援」とあり、

新たな企業誘致に向け、「誘致方式の検討を進め

る必要がある」としています。 

  しかし、国内企業の海外移転や都市一極集中化
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により、地方の企業誘致は難しいと言われていま

す。 

  本市においても、ことし大きな工場が閉鎖され、

今後の雇用状況に大きな不安を感じるところであ

ります。 

  市民のまちづくりアンケートでも、雇用・就労

環境の充実の項目は満足度が非常に低く、重要度

が高いという結果になっております。 

  本市は、地形的に平坦な那須野が原台地と環境

に恵まれ、東北新幹線の駅、東北自動車道西那須

野インターチェンジと黒磯板室インターチェンジ

といった高速交通、国道４号、東北本線に３つの

駅を有し、国土の軸となる交通網が形成され、し

かも自然災害が非常に少ないほかに類を見ないほ

ど恵まれた地域特性を有しております。 

  そして、今年度からグローバル化社会に対応す

るとして、市内全小中学校にＡＬＴを配備し、国

際感覚豊かな青少年の育成に取り組みを始めたと

ころです。 

  このＡＬＴ事業では、市内中学生の英検合格者

を50％以上としており、極めて高い英語力を身に

つけた人材の育成が目標です。そして、５年後に

は彼らが成人を迎えます。つまり、恵まれた自然

環境や交通網にグローバル感覚の豊かな人材が加

わるわけです。 

  そこで、この地域特性を生かし、産業構造をつ

くり上げていく必要があると思います。 

  ことし３月に出されている文部科学大臣の「日

本再生のための教育再生戦略」では、海外でチャ

ンスをつかむことのできる人材育成、世界で活躍

できるグローバル人材、イノベーション人材の育

成を行うとしていますが、この高い英語力を身に

つけた若者に定住を促すため、都市や海外でなく、

本市で活躍いただけるような企業の誘致が必要に

なると思うことから、次の質問をいたします。 

  ⑴現在、市内の農観商工業に英語力を生かせる

産業があるか調査をしたことはあるか伺います。 

  ⑵英語力を生かせる職業を調査しているか伺い

ます。 

  ⑶今後、外国企業や外資系企業の誘致を行う考

えはあるか伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 相馬議員の質問に順次お

答えをいたします。 

  企業誘致の推進及び支援について、まずお答え

したいと思いますが、⑴の現在、市内の農観商工

業に英語力を生かせる産業があるか調査したこと

はあるか、また⑵の英語力を生かせる職業を調査

しているかについては、関連がありますので、あ

わせてお答えいたします。 

  現在、英語力を生かせる産業や職業についての

調査は実施しておりませんが、経済のグローバル

化やインバウンドの推進等に伴い、英語力を身に

つけた人材を求める業種は今後も増加していくも

のと考えております。 

  また、これは肌で感じることなんですが、企業

訪問の折、企業関係者、役員であり、あるいは職

長であり、こういう方が私どもとの会話以外で使

う言葉に非常に外国語が多くて、今、何言ったの

かなとわからなくなってしまうことがあるんです

よ、私のほうが。こういうところでは、英語力を

生かすとかではなくて、もう非常に一般の企業も

相当英語力を身につけた職員がそろってきている

と、そんな感じを受けてもおりました。 

  次に、⑶の今後、外国企業や外資系企業の誘致

を行う考えはあるかにつきましては、外国企業や

外資系企業も含めて、今後も幅広く企業の誘致に
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努めてゆきたいと考えております。 

  なかなか実績上がりません。ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  難しいということは事前に大分聞き及びました

ので、踏まえまして再質問をさせていただきます。 

  まず、⑴、⑵について、あわせて再質問させて

いただきます。 

  英語力を生かせる産業や職業を調査はしていな

いが、この業種は増加していくというふうなご答

弁だったと思います。 

  この英語力を生かせる職業が本市の産業振興に

なるか、今後含めて、調査研究をされるお考えは

あるか、まずお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 英語力の生かせる

産業、職業の調査を今後実施する考えがあるかと

いうご質問でございますが、先ほど市長の答弁に

もございましたが、英語力を生かせる職業という

ものは、本市においては今後も増加していくとい

うことが予想されているところでございますが、

まず現行では、市といたしましては、外国企業あ

るいは外資系企業に特化しないで、幅広い企業の

誘致というものを目指して、一人でも多くの雇用

を確保すると、そんなような視点に立っていると

いうことでございますので、したがいまして、こ

の英語力を生かせる職業あるいは産業というとこ

ろに特化した調査を行う予定は、今のところは恐

縮ですがございません。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 今後、この件についての調

査研究する予定はないということでございます。 

  それでは、インバウンド推進により、どの程度

この英語力を必要とする人材の雇用といいましょ

うか、そういったものが増加していくと、人数で

も結構です。状況でも結構ですが、お答えいただ

ければありがたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） インバウンド等が

今後うまく推進していく中で、当然外国人のお客

さん等がふえてくるという中で、そういうものを

どれくらい見込んでいるかというお話だと思うん

ですが、なかなか数字的なところでもって、この

くらいの人が要は見込めるというようなところの

実数を今、我々としてはつかんでいるというよう

な状況にはございません。 

  また、目標値としても、そういうものを今持っ

ているというような状況にはないということで、

ご了承いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 理解をいたしました。 

  それでは、⑶について、研究調査等を行う予定

がないということですので、改めてお伺いをいた

しますが、広く、英語力というふうにこだわるこ

とではなく、広く企業誘致に向けて努めていくと

いうようなことだったと思いますが、その総合計

画に、先ほども申し上げましたように、新たな企

業誘致に向け、誘致方式の検討を進める必要があ

るというふうに書いてありましたが、誘致方式の

検討、これはどのようにどう検討されて、現在ど

こまでどのように進んでいるのでしょうか、お伺

いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 新たな企業誘致に

向けての誘致方式の検討を進める必要があるとい
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うことで総合計画のほうには記載しております。 

  具体的にどういうことかと申しますと、従前は

工業団地という１つのブロックを先に造成しまし

て、後づけで、一生懸命汗をかきながら、企業に

来てもらうようにいろいろと営業をしてきたとい

うようなところでございますが、新たな方式とい

うものにつきましては、逆に、初めに企業を見つ

けて、その企業の要するにオーダーを聞いて、オ

ーダーメードの工業団地的なものをつくると、そ

んなようなことができないかというふうなところ

で、１つ研究を進めているということでございま

す。 

  なかなか大きい身の丈に合わない団地をつくっ

て、その後、身を粉にして、なかなか入ってきて

ないというところがどの自治体も現状だと思いま

すんで、こういう方式は現実にかなったというよ

うなところの中で、なかなか財政も厳しくなって

くる中では、効率のよい１つの企業誘致の方法か

なというふうに思っております。 

  それ以外には、賃貸方式というふうなことで、

市が土地を貸し、定期契約と言うんですかな、定

期期限契約というようなところで土地を貸し与え

たり、あるいは進んでいる自治体というか、事例

の中では、建物まで貸し与えているような自治体

なんかもあるというようなことでございますので、

そういう事例なんかも我々もひとつ参考にしなが

ら、今後いろいろと企業の誘致のあり方について

検討していきたいと思っていますし、現在でもそ

ういう検討を進めているということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） わかりました。 

  工業団地のつくり方であったりとか、誘致の方

法についての方式というようなことなんだろうと

思うんですが、私個人的には、この誘致方式の中

に英語力をというコンテンツを入れることはでき

ないのかなというふうに思っておったんですが、

先ほど１、２番の答弁で、今後も調査研究する予

定はないということでございましたので、大変残

念に思っております。 

  外国企業や外資系の企業の誘致を積極的に行っ

ている横浜、大阪、神戸とか福岡市ですとか、大

きな都市になるんですが、そういうところの外国

企業誘致の課題が、情報不足と人材不足というよ

うな課題があるというふうに聞いておりましたの

で、この人材不足というのは、もちろん語学力の、

英語力の人材不足というふうなことで、今後、本

市はそういうことで、ＡＬＴ事業によって、３級

以上の英検合格が50％以上という目標を立ててお

ります。 

  あるデータによりますと、３級合格者が次の２

級を取得する割合というのが、現時点では14％ぐ

らいというふうに見ております。中学生一学年が

1,130人として、50％合格すると565人。その14％

で計算しますと、約80人が日常会話ができる程度

の英語力ということで、２級の取得する人数にな

ってくるのかなというふうに思います。 

  しかも、現時点の状況だと、その80人ぐらいの

約７割になるんですが、50人から60人は女性が資

格を取っているのが多いというふうなところでご

ざいますので、英語力を生かせる企業もしくは職

業が誘致等できるようであれば、女性の働ける場

所が非常にふえるのかなというふうに思うところ

であります。 

  また、ある市では、20代、30代の人口が女性１

に対して男性が４人になったと言われる県内の市

もあるようでございます。出産年齢人口の女性が

地元で就労ができる可能性を高くすれば、人口減

少に歯どめがかけられるんではないかという、そ

ういうふうな考えから、こうした質問をさせてい
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ただいたところでございます。 

  また、２級以上を取得できる80人以上の人材が、

ＡＬＴ事業、昨日、予定は３年間ですけれども、

教育長のほうではもっと長くというふうなことで

おっしゃっておられましたので、80人が５年続く

と、400人以上のそうした優秀な人材が確保でき

るんだろうというふうに思われますので、英語力

を身につけた人材が市内で就労ができるよう、も

う少しご検討がいただけるといいかなと。 

  また、そして雇用環境の充実を図っていただけ

るといいのかなというふうに考えるところであり

ます。 

  以上でこの項の質問は終わります。 

  続きまして、２、スポーツ障害に対する医療体

制について。 

  本市では、健康診断、かかりつけ医、高度医療、

救急医療など、市民の病気予防や病気医療に対す

る総合的な体系が確立しつつあり、近い将来、地

域内外から高い評価をいただけるだろうと確信し、

市の努力に敬意を表するものであります。 

  ところで、くろいそ運動場の立て看板に「市民

１人１スポーツ」と掲げられており、健康増進や

体力づくりの推進に努められるとともに、各種ス

ポーツ競技の強化や技術の向上を図っております。 

  しかしながら、運動やスポーツにはけがや故障

がつきものであり、運動選手の多くがその経験が

あると思います。 

  また、健康増進のために朝夕ウオーキングやジ

ョギングをする市民の姿を目にしますが、オーバ

ーワークになり、ひざや腰を痛める話をよく聞き

ます。 

  これらに対して、栄養学やコンディショニング

理論によって、けがを防ぐ予防が大切ですが、け

がや故障をしてしまうと、運動ができる状態に治

療をするには時間がかかります。その上、本市内

では治療する方法がよくわからず、市外や県外の

医療施設に向かうケースがよくあります。 

  市民の健康増進やスポーツ振興及び強化を図る

ためには、スポーツ障害に対し行政側が目を向け、

早期に治療できる体制が必要と思うことから、次

の質問をいたします。 

  ⑴スポーツ障害対策をどうお考えか伺います。 

  ⑵スポーツ障害に対する医療体制をどうお考え

か伺います。 

  ⑶病気医療体制のように、予防、治療、リハビ

リに至るまでの体系化された体制がつくれないか

伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） それでは、スポーツ障

害に対する医療体制の質問の中で、⑴について私

のほうからご答弁させていただきます。 

  まず、現在のスポーツ障害対策をどのように考

えているかについてのお答えをさせていただきま

す。 

  スポーツ障害は、スポーツを行う上で、同じ動

作を繰り返すことにより、骨や筋肉の使い過ぎ、

いわゆるオーバーユースなどにより発生するもの

と言われております。 

  また、現在は、子どもたちの間でもスポーツ障

害が発生する事例も多く見受けられております。 

  そこで、市民が健康で一生涯スポーツを続けて

いくためにも、スポーツ障害に対する予防としま

して、スポーツトレーナーや日本体育協会の認定

を受けたスポーツドクターなどと連携をし、スポ

ーツ指導者等を対象とした講習会を行っておりま

す。これからも引き続き内容の充実に努めてまい

りたいと考えております。 
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  また、障害が生じた際に、早期回復に向けて的

確な対応ができるような取り組みは、今後ますま

す重要になることと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） では、私から⑵、

それから⑶につきましてお答えを申し上げたいと

思います。 

  まず、⑵のスポーツ障害に対する医療体制をど

うお考えかについてでございますけれども、競技

スポーツだけでなく、新たに運動に取り組んでい

る方の中には、取り組んだスポーツ特有の症状や

けがなどで悩んでいたり、または悩んだ経験があ

り、その治療においては、個々の症状やけがなど

の度合いに応じて医療機関へ受診しているものと

考えております。 

  現在、市内にはスポーツドクターが４医療機関

に５名在籍されておりますけれども、これらの先

生方は、野球あるいはサッカー、それから陸上な

どを専門とするスポーツドクターでございまして、

一般的に取り組まれている種目のスポーツ障害へ

の医療体制というのは、ある程度でき上がってい

るものと考えているところでございます。 

  それから、次に⑶の病気医療体制のように予防、

治療、リハビリに至るまでの体系化された体制が

つくれないかについてでございますけれども、ス

ポーツを安全で効果的に実施するには、まず日ご

ろからの身体的なケアを実践し、予防を心がける

ことがとても重要なことになります。また、オー

バーユース等によりスポーツ障害に陥った場合は、

早期の完治へ向けての受診と治療が必要となり、

そこには適切な対応が強く求められます。 

  しかしながら、スポーツ障害の対応につきまし

ては、スポーツ指導において予防の重要性を徹底

することや、予防の段階からの医療のかかわり方

など、体系化された体制の構築には多くの課題が

あると認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） それでは、まず⑴について

再質問させていただきます。 

  まず、予防ができるよう、スポーツトレーナー

やスポーツドクターのスポーツ障害の講習会です

かね、スポーツ障害に対する講習会を小学生の指

導者に向けて行っているというようなご答弁だっ

たと思いますが、この講習会は年に何回ぐらい開

催されまして、また参加人数はどのぐらいか、ま

た一般の社会人等に向けたそういった講習会等は

行っているのか伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） スポーツ障害を防ぐた

めの講習会等の回数、また人数ということでござ

いますが、合併以降、特にスポーツ少年団の指導

者を中心に、講習を大体年間５回前後これまで実

施してきております。中にはリーダーの講習と認

定を兼ねたような講習も含めて行っておりますし、

実際には指導者だけの講習、またリーダーに特化

した講習というのも現実に行っております。 

  これにつきましては、市の講習会ということで、

ただいま申し上げました５回前後、また国・県の

スポーツ少年団を対象とした講習ということで、

やはり年に３回前後行われておりますが、特に市

の開催におきましては、特にリーダー関係の講習

については、30名前後の参加が例年あります。 

  それと、指導者につきましては、その内容によ

って多少増減いたしますが、例えば救急法関係の

講習ですと20名程度、逆に最近問題になっており

ます熱中症関係の指導になりますと、80名から超

えるような講習の機会もございました。 



－175－ 

  それと、昨年から那須地区の３市町合同での指

導者講習ということで開催をしておりまして、実

は昨晩、やはりその講習が今年度分ございました。

昨年は300名を超えております。昨晩につきまし

ては250名程度の参加ということで、専門の先生

をお呼びしまして、「スポーツセーフティー」と

うようなタイトルの中で、やはり運動する際のリ

スク管理というような内容を研修の中で行ってい

るということでございます。 

  それと、社会人関係についてのちょっと資料は

手持ちございませんので、大変申し上げありませ

んが、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  すみません、もう一点だけ。その講習会で、も

し、スポーツ障害というのは、スポーツ外傷と、

競技中もしくは運動中に起こった直接その辺のけ

がと、それが蓄積されたことによっての先ほど言

いましたオーバーユースによるスポーツ障害、大

体２種類あるんだろうと思うんですが、スポーツ

障害を負ったときの対処方法とかそういったもの

について、その講習会で、その後の治療やリハビ

リについてまでその講習会でやっておられるかど

うかご答弁願います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） これまで合併以降、い

ろいろな講習会を開催しておりますが、年によっ

てその内容、それぞれ変わってきております。 

  これまで行ってきました講習会の内容につきま

しては、いわゆる救急的な対応というものを主に

行ってきておりますが、ただいまご質問ありまし

たオーバーユース、いわゆる疲労骨折であるとか、

そういった部分については、よりふだんからの管

理といいますか、指導者として子どもたちがどう

いうような運動をした場合には、例えば野球ひじ

とかいろいろあるかと思うんですが、そういうよ

うな危険がありますよというような内容のものも、

折に触れて講義にまぜて行っているというふうに

把握しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  先ほど申し上げましたように、スポーツ障害に

対しては予防が一番ということが同じ認識だろう

というふうに思ったわけでございますが、本市に

限らず、日本全体で、欧米と比較しますと、コン

ディショニング理論であったりですとか、栄養学

であったりですとかというところについては、非

常におくれているというのが国内で言われている

ところだろうと思います。 

  そういうところから、いわゆるスポーツトレー

ナーという方の地位向上であったりとか、そうし

た人の予防の講習会というものをもっと広く、で

きれば何かの機会に社会人の方にも知らせるよう

な方法があれば、故障によって、ちょっと歩くの

嫌になってしまったとかという人が減るのかなと

いうところと、早くわかれば早く治療できるとい

うふうなところがあると思いますので、そういっ

たことについてもお考えいただければというふう

に思います。 

  それでは、⑵についてですが、スポーツ障害へ

の医療体制は、でき上がっていると、ほぼでき上

がっているとうふなご答弁だったと思います。大

変申しわけありません。私の勉強不足でございま

した。市内にスポーツドクターが５名おられると

いうことを実は知りませんでした。 

  スポーツドクターは、先ほどご答弁いただきま

したように、体の部位とかではなく、その競技、
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スポーツの各競技によって専門化されたドクター

なんだろうというふうに、体育協会のほうで認定

したスポーツドクターと言われる方が本市にも実

は５人おられたということを、大変すみません、

このたび知った次第でございまして、こういうス

ポーツドクターがいるということを本市の市民が

現在、知り得るというか、知る方法というのは、

どういうところで知る方法があるのでしょうか、

伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 本市にスポーツ

ドクターがいるということをどのような方法で知

るかというご質問でございますけれども、基本的

には、５名の先生方はそれぞれご自身がスポーツ

ドクターであることを公表している先生方でござ

いますので、その所属しております医療機関のホ

ームページ等をごらんいただく、あるいは日本体

育協会の認定を受けた方々でございますので、体

育協会のホームページを見る機会というのはなか

なかないのかとは思いますけれども、そういうよ

うな方法で知ることができるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 実は私の周りにも何人かそ

ういったお話を聞いたんですが、実際にスポーツ

ドクターというものが市内にいらっしゃるという

のを余り実は知っている人がいなかったというの

が現状でございます。 

  医療機関、本当に故障されて悩んでいる人が最

初にどこに相談したらいいかというのが実は余り

わからないというのが現状なんだろうと思います。

よく聞くのは、最終的には、一度故障した人に聞

いて、その人が勧めるような医療機関、もしくは

例えば整体であったりとか、接骨院だったりとか

というところになってきますと、宇都宮であると

か、東京近郊、首都圏、大都市に行くと、そうい

う直接そういうところに詳しい、故障に詳しい先

生がいるよということで紹介されて、そちらのほ

うに向かっていくというケースが非常に多くある

んだろうというふうに思っております。 

  もしスポーツドクターと言われる方が、そうい

った、例えば先ほど教育部でご答弁あったような

講習会ですとか、そういったところで紹介されて

いたりですとか、また市のホームページですとか、

そういったところで紹介ができるのかどうなのか

というところもありますけれども、できるようで

あれば、とにかく市民がわかりやすい方法を行政

としてとれるかとれないのかというところは、難

しいところがあるようなお話も伺っておりますが、

そういうところがもし市民がわかりやすい方法が

とることができるのかどうか、そういうお知らせ

もしくはホームページに掲載できたりとかという

ことができるのかどうか、まず伺いたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） 実を申しますと、

私もこの質問をいただきまして、担当課で調べて

くれて、スポーツドクターの存在を知ったという

ところでございまして、大変恥ずかしい話でござ

いますけれども、多くの市民の方も同じような状

況にあるのではないかとしみじみ思うところでご

ざいます。 

  ただ、ホームページで具体的に５名の先生方の

お名前を公表するというのは、特定の先生のお名

前だけをホームページに載せるということにもな

りかねませんので、なかなか難しい問題もありま

すし、慎重な取り扱いが求められるのかなと思う

ところではございますけれども、例えばスポーツ
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ドクターがいらっしゃるということであれば、載

せる方法とかも考えられるのかなと思うところで

ございますので、研究させていただければと思う

ところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 民間活動というところもご

ざいまして、行政がどの辺までかかわれるのかと

いうのは大変難しいというところなんだろうと思

いますが、市民としては、そういう意向があると

いうふうに思いますので、ぜひ何かの方法をとっ

ていただければということと、もう一点、先ほど

教育部長にもう一度伺いたいんですが、スポーツ

ドクターですとかスポーツトレーナーですとかと

いうものについて、そういった講習会の中で紹介

できるような方法論というのは、やはり行政とし

ては難しいものなんでしょうか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 講習会等の中での公表

ということだと思いますが、例年実施している中

で、実は資格をお持ちの先生にも講義をいただい

ているような過去に実績がございます。あくまで

ご本人の了解という面も必要になるかと思います

し、スポーツを安全に行うという一つの目的から

判断したときに、その方々を公表できるかどうか、

現時点で明確にできますということは言えません

が、今後検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  何とか故障やけがに苦しむスポーツ選手等に行

政が少しでも手助けしていただければありがたい

と思います。 

  続きまして、⑶の再質問ですが、スポーツ障害

に対して何らかの対応が必要であるという認識は

同じなのかなというふうにはご答弁で伺いました。 

  ただし、体系化するのには、多くの課題があっ

て、なかなか難しいのではないかというようなこ

とでありましたが、その課題については、あえて

今ここでお伺いはしませんが、わかりやすい方法

論、先ほども言ったんですが、体系化するのが難

しいということについて、何か、難しいというこ

とであれば、この場でこれ以上お聞きすることは

ないのかなというふうに思うところであります。 

  もう一つ、医療とは若干かけ離れるとは思うん

ですが、医療行為なのかどうかわかりませんが、

民間療法と言われる整体であったりとか、整骨院

であったりとか、マッサージだったりとかという

ところについても、これはもう全く行政の範疇外

で、そうしたものも、市民にある程度わかりやす

く知らせる方法がとれるというようなことは難し

いのでしょうか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎君） マッサージです

とかはり、きゅう、特にマッサージなどは、一流

のプロの選手も活用しているところから、間違い

なく予防という面でも効果があるものかとは思い

ますけれども、私ども医療事務を携わっていると

ころでは、なかなかそういうものについて、広く

ＰＲするとかというのは、難しいところがあるの

かなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  スポーツ障害につきましては、回復するのに時

間がかかりまして、大会出場をあきらめた選手で

すとか、足腰の故障によって運動をあきらめた方

のお話を聞きますと、もう少し早く原因がわかっ
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ていればとよく聞きます。恐らくこれがキーワー

ドなんだろうというふうに思いますが、もう少し

早くということが、何かの形で行政としてその声

にこたえていただけるようなことができればあり

がたいと思います。 

  話は若干それますが、私が議員になって何度か

ヘルスツーリズムという言葉を聞きました。これ

は健康志向の時代に、健康増進やスポーツ障害の

リハビリテーションを観光産業に結びつけようと

いうことだろうと思いますが、市民のスポーツ障

害が、予防、治療、リハビリの体系化がもしでき

ることによって、であれば、市内外からそうした

評価を受けて、そのヘルスツーリズムという分野

も発展していくのだろうというふうに思います。 

  また、そしてそれが市民のスポーツ振興に大き

な役割を果たし、市民１人１スポーツという目標

を達せられるのだろうというふうに思います。 

  なかなか松江部長につきましては、就任早々で

難しい質問をいたしまして、大変申しわけありま

せん。 

  きょうの１、２の質問から、全体的な政策決定

に至るまでの状況といいましょうか、そういった

ものが多少わかりにくいというところがございま

したので、改めましてもう一度、どこかの機会で

質問をさせていただければと思います。 

  これをもちまして私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で３番、相馬剛君の市

政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で本日の議事日程は全

て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時１７分 




